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再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 

（第３回） 

 

日時 令和４年５月 12日（木）16：00～19：13 

場所 オンライン会議 

 

１．開会 

 

○経産省 

 定刻になりましたので、ただ今から、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理

のあり方に関する検討会の第３回会合を開催いたします。 

 本会合につきましては、オンラインでの開催とさせていただいてございます。何かトラブ

ルやご不明な点がございましたら、事前に事務局から連絡させていただいてございますメ

ールアドレス・連絡先までお知らせください。 

 それでは、山地委員長に以後の議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○山地委員長 

 委員長の山地です。 

 それでは、まず事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。 

○経産省 

 事務局でございます。 

 インターネット中継でご覧の皆さまは、経済産業省のホームページにアップロードして

ございますファイルをご覧いただければと思います。配布一覧にございますとおり、議事次

第、委員等名簿、また資料１といたしまして、ヒアリングの参考資料（事務局資料）でござ

います。資料２といたしまして、黄木委員説明資料、資料３といたしまして、五味委員説明

資料、資料４といたしまして、一般社団法人太陽光発電協会説明資料、資料５といたしまし

て、公益社団法人全国産業資源循環連合会説明資料、資料６といたしまして、株式会社新菱

説明資料をご用意してございます。 

 以上でございます。 

 

２．説明・自由討議 

 （１）再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関するヒアリング 

 

○山地委員長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは早速議事に入りたいと思います。 

 前回に引き続き本日もヒアリングを行いますけれども、今回、まず事務局から資料１につ
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いてご説明いただいた後、ヒアリングに入ります。委員２人と、それから３団体、計５件プ

レゼンをいただきます。議事は前半・後半の２部に分けて行いたいと思います。まず前半は

黄木委員、それから五味委員からプレゼンをいただいた後、質疑応答を行いまして、後半３

団体からプレゼンをいただきまして、質疑応答を行いたいと思います。それぞれのプレゼン

については 10分程度としていただくようにお願いいたします。 

 それでは、まず事務局から、資料１についてご説明をお願いいたします。 

○経産省 

 事務局でございます。資料１のファイルをご覧いただければと思います。 

 前回、委員の皆さま方のご意見交換の中で、ＦＩＴ法に基づきまして、新規認定案件以外

に既認定案件につきましてもさまざまな取扱いについてどうなんだといったご議論もあっ

たというふうに理解してございます。その中で、再エネ特措法、ＦＩＴ法に基づきます認定

の状況につきまして、少し補足をさせていただきたいと思います。 

○山地委員長 

 声が聞こえなくなりました。大丈夫ですか。 

〇経産省 

 事務局ですが聞こえていますでしょうか。 

〇各委員 

 聞こえています。 

○山地委員長 

 大丈夫です。 

〇経産省 

 では改めまして、資料１につきまして、事務局から説明をさせていただきたいと思います。 

 前回、委員の先生方のご意見交換の中におきましても、再エネ特措法、ＦＩＴ法に関しま

して、新規案件以外に既認定案件につきましても、さまざまな検討の余地がどの程度あるの

かといったご議論もあったというふうに理解しているところでございます。再エネ特措法

に基づきまして、既認定案件に対する取扱いにつきまして、少し補足をさせていただきたい

と思います。 

 再エネ特措法に基づきまして認定を得たものにつきましても、いわゆる既認定案件につ

きましても、取り消しといったものがあるというものでございます。再エネ特措法は 2012

年に施行されてございますけれども、当初は設備認定の制度であるところでございますが、

この制度の当初から認定基準に適合しなくなった場合には認定を取り消すことは可能とい

った制度になってございます。 

 併せまして 2016 年に大きく改正をいたしまして、設備認定制度から事業計画認定制度に

制度変更がなされたところでございますけれども、この改正前に認定を受けた案件につき

ましても、関係法令順守などの新制度におきます認定基準に服すということになっている

ということでございますので、当然この 2012 年から 16 年の案件につきましても、こうし
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た基準に違反した場合には、既認定案件であっても認定取り消しは可能であるということ

でございます。 

 以上、事務局からの補足でございます。併せて電安課長、田上課長からも補足がございま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇田上課長 

 電力安全課の田上と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 前回の検討会におきまして、環境アセスにおける景観と、あと工事計画の関係でご指摘が

ございました。まずその点について補足をさせてください。 

 まず景観の話でございます。環境アセス法と電事法の審査におきましては、景観について

も審査の対象となっておりまして、例えば国立公園では、風力の設置に関するガイドライン

がございまして、その中で景観の配慮に関する手法が紹介されております。これに基づいて

事業者さんのほうには評価をお願いしているところです。 

 ただ、ご指摘がありましたように、景観が改善したかどうかについては主観によるところ

も大きいので、ここはアセスの手続きの中では住民の方への丁寧な説明といったところで、

どれぐらい行われているかが審査の重要なポイントになっています。 

 ２点目、これは五味委員や構造耐力機構の高森さんからございました。電事法の中では

2,000ｋＷ以上の太陽光の開発に際しまして、工事計画の届け出、使用前の安全確認を求め

ています。ただ、この法規制を逃れるために、意図的に工事計画を分割していると疑われる

ような案件も存在しておりまして、こうした脱法行為的に取られるようなものを防止する

ために、われわれのほうも工事計画の届け出、環境アセスの要否に関するガイドライン「判

断目安」というのを出していますが、再エネの特有の課題、出力や位置の変更がしやすいと

か、設置者が変えやすいといった点も時代に合っていないといったご指摘もありますので、

そこは見直しをしていこうと考えております。 

 アセスにおいては、別の事業者が近接して再エネ発電設備を立地する場合もございます。

計画が判明している場合には、先行している事業者でも他の事業者による環境影響、特に累

積的な影響については考慮するようにお願いをしているところでございます。 

 すみません、資料が間に合わなかったので、口頭による補足になりましたが、以上でござ

います。 

〇山地委員長 

 事務局からの説明は以上ですよね。ありがとうございました。 

 それでは、まず黄木委員から資料２の説明をお願いいたします。 

〇黄木委員 

 黄木です。聞こえておりますでしょうか。 

〇山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

〇黄木委員 
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 那須塩原市気候変動対策局の黄木と申します。本日、発表の機会を与えていただき、あり

がとうございます。 

 スライド右下に振った番号、１ページ目をお願いいたします。那須塩原市は栃木県の北部

に位置する人口 11万 5,000 人の町です。主な産業は、生乳生産本州一の酪農をはじめとす

る農業、塩原、板室などの温泉、国立公園、歴史的遺産などによる観光業でございます。 

 ２ページをお願いします。令和元年に現渡辺市長が就任後、環境、特に気候変動対策への

取り組みを強化しております。ＣＯ２排出量ゼロを宣言し、基礎自治体としては全国初の気

候変動適応センターを設置しました。事業としましては、昨年度、道路灯のＬＥＤ化に合わ

せスマート化を行い、太陽光発電量の予測精度向上などに活用しております。また本年度秋

に開催する国体でゼロカーボンを目指すなど、さまざまな緩和策、適応策に取り組んでおり

ます。 

 ３ページをお願いします。官民連携にも積極的です。気候変動関連では、東京電力やウェ

ザーニューズと連携協定を締結し、専門的な知識や技術に基づくご助言をいただきながら、

環境関連事業に取り組んでおります。また、先月には地域新電力会社を設立し、エネルギー

と経済の地域内循環に基づく地域脱酸素の実現を目指すこととしております。 

 ４ページをお願いします。ここからが本題となります。昨年度、本市が調査した結果によ

りますと、経済性などを考慮した合計で約 440ＭＷの再エネ電力の導入が可能です。そのう

ち太陽光発電は 280ＭＷあり、これらを 2050 年に向けて最大限活用したいと考えておりま

す。また、スライドには書いておりませんけれども、REPOS によると、土地系の太陽光発電

導入ポテンシャルは約 2,440ＭＷに上るとのことです。 

 ５ページに移ります。そのような本市における太陽光発電のＦＩＴ認定容量は約 400ＭＷ

あります。これは市内の電力量の 70％以上をまかなえる量になります。そのうち、いわゆ

るメガソーラー58件、約 270ＭＷあり、既に 40 件、約 100ＭＷが稼働しております。 

 ６ページをお願いします。市内でＦＩＴ制度を利用する太陽光発電の立地が急増したこ

とを受け、平成 30 年４月から再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン

の運用を開始しました。ガイドラインは再エネ発電事業の計画を事前に確認し、地元説明を

求め、地域と調和した内容となるように促した上で、事業計画を届け出てもらうという内容

です。なお、届け出後には報告等を求めていないため、設備の状況など正確には把握してお

りません。 

 ７ページに進みます。そのような中、メガソーラーにおいて、中学校や保育園を取り囲む

ような計画、または駅前の開発など、多くの影響を懸念するような案件が続きました。そこ

で市は、太陽光発電事業と地域との調和に関する条例を制定し、令和２年４月に施行しまし

た。ここでちょっと余談となるんですけども、本市はいわゆる攻めの環境対策を担当するの

が私どもの気候変動対策局で、もう一つ、守りの環境対策、これを担当する環境課という部

門があります。実はこのガイドラインや地域条例はそちらの環境課のほうで所管していま

す。 
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 では８ページをお願いします。条例は市内全域における全ての野立太陽光発電設備を許

可対象としています。なおかつ、主に防災上の観点から禁止区域を設け、自然環境や住環境、

景観などの観点から抑制区域を設定しております。禁止区域はもう自動で設置を禁止して

おります。抑制区域では面積に応じた幅の緩衝帯の設置を求めております。許可基準として

は、十分に配慮とか、必要最小限などの定性的な要件、もしくは直接適用することのできな

い関係法令の基準を満たしてくださいというような内容となっております。条例施行は環

境との調査という点では一定の効果があったものと考えております。 

 ９ページをお願いします。一方、冒頭説明でもお話ししましたように、本市はＣＯ２ゼロ

宣言や気候変動適応センターの設置など、積極的な環境取り組みを行っています。再エネ発

電の最大限の導入の必要性は十分認識しており、この条例も適宜見直しをしています。本年

４月施行の改正では、改正温対法に基づく促進区域と、ソーラーシェアリングとして設置す

る太陽光発電設備を除外することとしました。 

 10 ページをお願いします。このような状況において本市が課題として認識したことにつ

いて３つお話しします。 

 まず１つ目が、地域と調和した再生可能エネルギー発電設備の導入には国と自治体との

連携が必要では、ということです。表はガイドラインや条例に基づく協議件数と、市に寄せ

られた太陽光発電関連の苦情件数の推移です。サンプル数が少ないので、確定的なこと、断

定的なことは申せませんけれども、太陽光発電設備の設置件数の変動は、あまりないので、

このまま推移するように見えます。一方で苦情件数は減少しております。 

 これはガイドラインや条例に基づいて、地元説明会を開いていただいていまして、事業者

と地元の住民が直接対話することとなり、市へ相談する必要がなくなったんではないかと

考えております。このように、地域調和条例等によって、太陽光発電設備の地域との調和に

は一定の効果があると考えます。 

 一方で、条例に基づく指導には限界があるとも認識しております。今後、地域とのトラブ

ルが発生する恐れが残るとも考えております。自治体の条例に地域と調和しない、または地

域に貢献しない再エネ発電設備の設置を抑制できるような、よりどころとなるような国の

仕組みなどを検討することはできないものでしょうか。冒頭にも説明があったんですけど、

そういうのも、もう少し地域のほうも勉強したいんですけど、なにぶん地域には情報とか知

識が不足しておりますんで、その辺のご指導とかご助言もいただければと思います。 

 11 ページをお願いします。２つ目は地域脱炭素化促進事業に、より実効性を持たせるた

めには、経済的誘導策が有効ではということです。地域脱炭素化促進事業については、本市

も促進区域の設定に向けて準備を始めております。地域の関係者などによる検討を経て設

定する促進区域は、事業候補地や調整が必要な課題を示し、また許認可のワンストップ化な

どによって再エネ発電事業の促進につながると期待しております。 

 一方で、併せて行う地域環境保全などの取り組みなどに負担感を持ち、促進区域を設定し

ていない近隣自治体などで事業を検討する者が出てくるのではとも考えております。再エ
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ネ発電設備を地域とのトラブルを避けながら促進するという意味で、促進区域への誘導は

効果的と考えております。既に検討されていることとは存じますけれども、地域脱炭素化促

進事業の実施に関する経済的なメリットの創出や拡充により、より実効性のある制度とな

ることを期待しております。 

 そして次のページ、最後に３つ目なんですけれども、地域で使える「自立分散型」再エネ

が必要ではということです。スライドに書いてあることはちょっとはしょった書きぶりで

すので、少々誤解を招くかもしれませんが、素人から見た解釈としてご容赦ください。本市

は、地域新電力事業を企画して、先月会社を設立するに至りました。その過程で、地域のメ

ガソーラーなど、再生可能エネルギー発電の活用について検討したんですが、これがなかな

か簡単にはいかないということに気が付きました。 

 売電目的で設置した系統連系している太陽光発電設備、これは系統停電時に発電せず、あ

たかも火力発電などの主力電源と一体的に見えて、自立分散型電源じゃないんじゃないか

と考えます。また、規模の大きい太陽光発電の電力は、われわれのような規模の小さい地域

新電力では買い取ることが困難ですので、地域で使うこともできません。このように国とし

て必要な再生可能エネルギーの発電が必ずしも地方、つまり立地している現場では必要な

存在にはなっていないという現状があります。可能であるなら柔軟かつ具体的な対応を検

討していただいて、新規設備はもちろんのこと、既存設備においても地域で使える電力にで

きないものでしょうか。 

 再エネ発電設備の環境との調和は、立地抑制要因の除去とも言えます。立地を促進するた

めには地域のメリットの創出が重要と考えます。これを地方のエゴと捉えるか、エネルギー

分散による国全体のリスク軽減、メリットの増加と捉えるか、考え方はいろいろあるでしょ

う。再生可能エネルギー発電の適正な導入や管理に対する視点の一つとして理解していた

だければと思います。 

 発表は以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 ご説明どうもありがとうございました。では続きまして、五味委員から資料３の説明をお

願いいたします。 

○五味委員 

 ありがとうございます。聞こえていますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いいたします。 

○五味委員 

 よろしくお願いします。それでは、太陽光発電に係る林地開発許可基準についての取りま

とめをお話しさせていただきます。東京農工大の五味です。 

 本件は、林野庁と共に、委員会として林野庁の中で進めている案件でございまして、次の

スライドをお願いします。本件の今日の報告は、森林の多面的機能について概要をご説明さ
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せていただきまして、林地開発許可の概要、あと整備ですね。特に令和元年でこれを行って

きたものと、そのフォローアップ、そこから出てくる課題というのを７点ほどご説明させて

いただきたいと思います。 

 それでは次をお願いします。まず初めに森林の多面的機能なんですけれども、森林には、

ここにありますとおり、さまざまな多面的機能がございまして、災害防止、温暖化、水源涵

養機能といった公益的機能があります。まさに緑の社会資本ということで定義されており、

それぞれ、このスライドの下のほうにありますとおり、定量化されています。森林の場合か

ら裸地、また植生がある状態ということで、水源涵養機能や土砂災害防止機能が定量化され

ています。 

 また、これは森林業白書からなんですけれども、国民の森林に期待する働きとして、災害

防止とか水源涵養機能に非常に大きな期待があると。また、最近は森林の木材利用という観

点、脱炭素というところから木材の循環的な利用というところにも注目されております。そ

ういった観点から考えますと、森林の利用、太陽光発電の設置、非常にクリーンエネルギー

という観点から重要なんですけれども、一方で、森林林地の開発に伴うそういった多面的機

能への影響というのがさまざまなところで懸念されているところであります。 

 次をお願いします。こういったところで、林地開発許可制度というのがございます。前回

のヒアリングの中でも出てきたところでございますが、さまざまな形での都市開発、ゴルフ

場の開発等を含めて、昭和 49年に許可制度が導入されてきた経緯がございます。ここでの

許可制度の重要なポイントは、この右側の下にありますとおり、災害の防止、水害の防止、

水の確保、環境の保全、この４点が重要な要件になります。 

 これに基づいて都道府県森林審議会とか、関係の市町村の意見聴取を経まして、許可がさ

れるということ。特に１ｈａを超える場合、これに関しては許可が必要になるというのは皆

さんご存じのところかと思います。また、無許可での開発や申請と異なる内容での実施に関

しては、中止命令や復旧命令を実施することが可能となっております。 

 次をお願いします。こういった林地開発許可制度に関しては、さまざまなところで太陽光

発電の導入に関して地域住民の反対運動等も見られ、全国の知事会等から要望を踏まえて、

林野庁では令和元年に検討会を設置しております。太陽光発電に係る林地開発の特殊性を

踏まえて、許可基準を整備していくということで、このスライドの右側にありますとおり、

運用細則を定めております。特に斜面や、また流出の取扱いと、斜面への対応措置等があり

ます。こういったところで自然斜面のままでの発電施設の設置、防災施設を確実に設置する

こと、排水施設の計画、地表の保護、残地森林の配置などに関する基準を令和元年に整備し

たところでございます。 

 次をお願いします。一方、こういった形で令和元年に整備したところですけれども、この

太陽光発電に係るさまざまな事象がそれ以降も発生しておりますし、その導入の実態に関

して、都道府県での、どういった形で行われているのか、また何か制度上検討すべきことは

あるかということで、本年度からフォローアップを行っております。 
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 都道府県で運用されている状況をまずヒアリング等を踏まえてフォローアップしながら、

こういった令和元年に整備した内容が適正に機能しているのかということとか、あと、前回

も、令和元年のときにも指摘がありましたが、１ｈａ以下の小規模の林地開発における災害

事例の発生の実態を把握していくこと、また、個別の災害発生の状況や、また近年の雨の降

り方、これも非常に気になるところでございます。こういったところも踏まえて見直し点が

ないかということを検討しました。 

 この委員会は、ここにありますとおり、私もこの委員のメンバーに入っておりまして、大

学や都道府県関係も踏まえて検討をしております。 

 次をお願いします。この中で課題点が７つ挙がってきておりまして、その７つについてか

いつまんでご説明します。 

 まず初めに、太陽光発電に係る新基準の効果ですけれども、都道府県にアンケート調査を

実施した結果、都道府県の関係者にとっては、具体的に指導できるようになったという観点

で評価が得られているということで、さらに運用に当たって細部の考え方を明確にすると

の要望が来ております。また、令和元年に整備した基準以外でも、切土・盛土とか、あと排

水や洪水調整池、雨量強度の設定の現行の状況、あと施工中の防災施設の確実な設置などに

ついての要望がありました。 

 これらを受けて、この検討会では、盛土規制法も参考とした土工の基準の見直し、雨水の

適切な処理や防災の確実な設置等について整理するのはどうかということの考え方を示し

ております。 

 次をお願いします。２つ目の課題は、１ｈａ以下の小規模の開発になります。アンケート

の結果、被害事例のうちの７割が太陽光発電を目的とした開発であり、被害事例のうち１ｈ

ａに近づくほど増加しているというところが明らかになってきました。またこれを、衛星画

像等を用いた解析等も、ここでは詳細にご説明はしませんが、見てみますと、案件としては

土砂流出等が発生しているということを把握しております。 

 これらを基に試算分析した結果がこの右側のほうにある図なんですけれども、オレンジ

色が太陽光発電で、青色が太陽光発電以外の開発になりますが、この縦軸が土砂流出の発生

割合を示しておりまして、これを太陽光発電以外のところに太陽光発電の案件を持ってい

くとすると、おおよそ面積的には 0.5 とか 0.6ｈａ程度まで面積を落とす必要があるんでは

ないかということが示唆されました。これらを踏まえて検討会では１ｈａから 0.5ｈａに改

める必要が適当ではないかという考え方も示唆しております。 

 次は３番目になります。降雨形態の変化です。これは皆さんもご存じのとおり、雨の降り

方が変化しているというところで、林地開発許可制度では、排水施設の規模、林地開発許可

制度が確率降雨年 10 年、調整池の場合は 30年としておりますが、これらは、こういった気

候変動を踏まえて、今後の対応を考えていく必要があるのではないかということを示して

おります。 

 また、降雨強度の設定については、地域の河川整備計画における設計強度と並び、も見つ
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つ対応する必要があるということで、これは省庁横断型で検討していく必要があるんでは

ないかということが示唆されています。 

 次をお願いします。４つ目の課題は開発施工体制の問題です。施工時の約１割で施工中に

土砂流出や濁水の問題が発生しております。事業者が、防災施工の整備が後回しになってい

る場合といった結果がありますし、山地等、傾斜地という施工ということで特殊性がありま

すので、こういったところに対する開発事業者等の信用や資力、施工能力ということをしっ

かりと事前に確認する必要があるんではないかということを考え方としては示しておりま

す。 

 次をお願いします。施工後の管理です。施工後の管理に関しては、林地開発完了後もおお

むね２年程度は土砂流出が発生している事例が見られています。一方、林地開発許可に基づ

く場合は、開発が終了し、完了検査が終われば森林ではなくなるので、森林法の規制対象か

ら外れます。こういったことを踏まえますと、緑化等の施工後、直ちに効果を発揮するもの

ではない点に関しては、一定期間、完了検査を踏まえて経過モニタリングをする必要がある

ということ、さらには、これらは省庁横断型、関係省庁との連携、こういったところも必要

になってくるんではないかなということが出てきております。 

 次をお願いします。災害が高い区域での措置ですが、これは前回もお話が出ておりますが、

上流・下流、森林域・下流域ということの関連性、そういったところにおける災害が高いと

ころでは堰堤の設置、またメガソーラーのような大きな開発の場合は、こういったところ、

事業が行われる場合、事業着手により下流域への土砂流出の被害を及ぼさないように、開発

行為に先立ち、渓流内での堰堤の設置等の検討も必要になってくるのではないかというこ

とが考え方として示されています。 

 最後です。７番です。地域の意見の反映です。ここは林地開発許可制度では、許可時に市

町村の意見を聴取しておりますが、この聴取の仕方が各都道府県によりさまざまであると

いうことになります。検討会では意見聴取の仕組みを通して、防災等による地域の意見を効

果的に吸い上げる仕組み、例えばアセスの仕組みなどを参考に、そのプロセスや聴取事項を

明確にして進めていくことが重要になります。 

 また、近年の太陽光発電施設の地域の受容性の低下、いろんな反対意見ということがあり

ますので、合意形成の促進を目的とした制度等が充実していくことが必要であり、林地開発

許可制度でも、これらの制度との連携を深めて、地域の意見を踏まえて開発を進めていく、

こういったところでは関係省庁と都道府県との連携というのは非常に重要になってくるの

ではないかということになっております。 

 また、以上になりますけれども、この検討会では、これからこれをまたさらに中間取りま

とめということで現在検討が進められておりますので、またここでいろんな意見をいただ

いたところも踏まえて、またこの検討会でもさらに検討を深めていければと思っておりま

す。何とぞよろしくお願いします。 

○山地委員長 
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 ご説明どうもありがとうございました。 

 それでは、黄木委員と五味委員からの今のプレゼンにつきまして、質疑応答の時間とさせ

ていただきたいと思います。前回もこうなりましたけど、なるべく議論を双方向にしたいと

思いますので、４～５名の委員の皆さんからご質問をいただくごとにプレゼンターからそ

れぞれご回答いただく、こういうやり方でいきたいと思います。また恐縮ですけど、時間に

制約がありますので、質問については簡潔に２分程度でご発言いただくようお願いします。 

 いつもやっておりますけれども、ご発言ご希望の方、Teams のチャットボックスで意思表

示をしていただければと思います。いかがでございましょうか。 

 若井委員、ご発言ご希望ですね。お願いいたします。 

○若井委員 

 若井です。ありがとうございます。 

 まず黄木委員に、地域とのトラブルとか地域での調和という言葉が何度か出てまいりま

した。また、それらが開発業者による地域住民への説明機会の増加とか拡大で、何とか現在

抑制傾向にあるんじゃないかというご説明もあったかと思います。つまり逆に言うと、説明

によって克服できるような理由によって多くのトラブルが発生していたということを示唆

しているのかなとふと想像したんですけれども、全体的なそのトラブル理由の傾向に関し

て、何か情報を教えていただけたらありがたいなと思いました。あるいは説明の機会を通じ

て、ひょっとするとその開発業者の側が当初案から何らかの計画変更とか修正をするとい

うことによってトラブルが減ったのかとか、その辺りの全体の説明機会が有していた功罪

について教えていただければと思います。以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。この後、大塚委員、興津委員、それから丹生谷委員、大

関委員、これで５名になるんですけど、ここでいったん区切りでご回答いただきたいと思い

ます。 

 では大塚委員、お願いいたします。 

○大塚委員 

 ありがとうございます。 

 まず黄木委員に関してでございますが、９ページのところで、促進区域に関しては、条例

の対象から除いたということだと思いますが、非常に明快な対応をしてくださったところ

が非常に画期的だと思いますけれども、この促進区域自体に関して、脱炭素化の促進施設が

できていくような状況になりそうかどうかというのは、一つポイントになりますけれども、

この辺に関してはどんな状況かというのを教えていただければありがたく存じます。 

 それから五味委員に関しても、とても興味深い話をしていただきましたが、最後のスライ

ドのところで、聴取事項を明確にするとか、合意形成の促進の制度の充実が重要であるとい

うような、私も本当にそのとおりだと思いますけれども、この辺に関して何か、どういう対

応をしていくことが今後考えられているかということに関して、もう少し詳しく教えてい
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ただけると大変ありがたく思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。では興津委員、お願いします。 

○興津委員 

 興津でございます。私から黄木委員のプレゼンについて質問を 1点お願いします。 

 スライドの 12 ページのところで、課題として、この再エネ電力が必ずしも地域で利用で

きる形になっていないので、言ってみれば負担だけ地域が負って、メリットが享受できない

ような形になっているんではないかというお話だったかと思います。そのご指摘自体重く

受け止めるべきだとは思うのですが、他方で、他にこの再エネ電力を地域に導入、施設を設

置することについて、何かメリットがあるのかないのかと。太陽光パネルを設置するだけで

すと、雇用の創出のようなものはあまりないのかなという感じもいたしますが、例えば固定

資産税の税収などの面とか、その他何かメリットがもしあれば教えていただきたいと。 

 仮に目立ったメリットがないということであれば、可能であれば引き受けたくないとい

うような、そういうような性質のものなのかどうかということについても、実情というか、

事実関係を教えていただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。では丹生谷委員、お願いいたします。 

○丹生谷委員 

 丹生谷です。黄木委員に少し条例について教えていただければと思うのですけれども。条

例のご説明を大変ありがとうございました。この許可の手続きと、法令であるところ、例え

ば林地開発許可などの許可の手続きというのが、どういうふうにリンクしているのかなと

いうところを一つ教えていただきたいというのがあります。 

 例えば大規模開発のようなものというのは、私の理解するところでは、大体において県の

中でいろいろな部署がみんな横断的に話をしまして、事前協議の間に基本的には全部いろ

いろな法令の許認可というものも事実上これで大丈夫だというところまで話を詰めてしま

って、その後、もう申請すれば許可が出るというような手続きの状況になってからそれを、

手続きをすると、申請手続きをするというような扱いになっているところがほとんどだと

理解しているんですけれども、その条例もそのような立て付けになっているのでしょうか、

というのが質問です。 

 それから２番目に、８ページのところに、その前後の状況、条例ができてからの状況を書

いていただいておりまして、事前協議受付件数というのを、おそらくこれを合計すると三十

数件になると思うんですけど、これのうち 21 件が許可申請に至り、そのうち 13 件が許可

済みであるというようなことなんですけれども、差し支えなければ、この条例が出た後に、

事前協議の間に許可申請をやめることに、許可申請に至らなかったとか、または、今のとこ
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ろずっと事前協議が続いてしまっていて、許可申請を出せずにいて、何かにっちもさっちも

いかないような状況になっているものとか、または、許可申請をしたんだけれども、これは

不許可ですといった形になったものがあるのかなというふうに想像いたしますけれども、

その辺の状況を教えていただければというふうに思います。どういった具体的な理由で許

可が出ないような状況になっている、または事前協議が続いているような状況になってい

るのかなというところが興味でございます。 

 それから、最後に他の委員の方ともちょっと重なるかと思いますけれども、この苦情の申

し立てが減ったというところがございます。先ほどのお話で、おそらく直接の対話をするよ

うになったので、苦情の申し立てが減ったのではないかというようなことだったかと思う

んですけれども、それでも今のところまだ来ている苦情というのは、どういうような内容の

ものなのかというのを教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では次、大関委員で、その後、プレゼンターからのご回答をい

ただきたいと思います。大関委員、お願いします。 

○大関委員 

 黄木委員と五味委員にそれぞれ２点ずつぐらい質問したいと思います。 

 黄木委員のほうからは、資料２の 11 ページ目の経済的誘導策が重要というのは私も賛同

するところで、ＦＩＴ法の地域活用案件を入れたことはまさに導入の形態が変わったと思

っていまして、市場の行動変容に実効性が最もあるんじゃないかと思っています。そういう

意味では、地域で活用とか地域にいい再エネというのをどう要件定義するのかというのは

重要だと思うんですが、地域ごとにゾーンなのか、営農のようなシステム構成なのか、それ

をやる人なのかというのは地域差があるのかなと思っています。 

 ゾーンは、分かりやすくポジティブゾーニングがうまく連携できればいいなと思います。

システム構成は設備の定義がやや難しいところもあって、営農だと欧州だったらアグリボ

ルテックの定義の検討もされていますが、種類が結構あるというところです。事業に関して

は、事前に誰がやっているか分からないというのが地域の摩擦の一要因でもあるので、でき

るだけ顔が分かる人がいいと思うので、地域未来牽引事業とか、そういう企業を特定するよ

うなものとの連携や、ローカルコンテントみたいなこともあってもいいのかなと思います。

事業なのか場所なのかゾーンなのかというところで、自治体としてどういうのが受け入れ

やすいとか、運用しやすいかというところもコメントをいただければと思います。 

 2 つ目は、12 ページ目の既存の再エネ電力の卸売り条件の緩和が必要という記載があっ

たんですけれども、具体的にどういうものか教えていただければと思います。 

 五味委員のほうは、11 ページ目の他制度の枠組みとの連携はまさに重要かなと思ってい

まして、電気事業法等のものを意識されているとは思いますが、考え方としては林地開発が

造成、設計、施工であって、入り口をしっかりそこでは見ていただくということかなと思っ

ていて、その上で、モノである電気工作物を電事法で見ていくということだと思いますが、



 13

入り口でしっかり確認していただくことが重要で、その後の維持管理をどう見ていく、そう

いう体制をしっかり組むには両省の連携が重要だなと思っています。 

 特に開発の順番が、林地開発はどうしても先に来たりとか、全ての案件に工事計画届があ

るわけじゃないので、保安監督部にどのタイミングで情報が行くかというところはしっか

りと精査しなきゃいけないと思っています。 

 特に何か不具合があった場合に、設計が悪いのか、維持管理が悪いのかという切り分けは

非常に難しいと思っていて、その場合に林地開発で対応するのか、電事法で対応するのかと

いうところがあり、両方で連携するということだと思うので、一定程度林地開発側でも一定

の定着の状況の確認というのが、書いていただいたように、その辺は非常に重要だと思って

います。そういう意味では、コメントいただきたいのは、どういう情報共有とか運用方法と

いうのが、林地開発側の立場で有益かというのがコメントいただければと思います。 

 あともう少し、１点だけ。令和元年 12月の運用細則が変わったというのがあるんですが、

既存不適格というものがどうしても出てくると思うんですが、それに関してはどのように

対応するのがよいかというのを、ご意見があればと思います。特に事故が発生した場合に、

程度はあると思いますが、新しい基準への適合は必要かとか、その辺りを少しコメントいた

だければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。では、黄木委員と五味委員からご回答いただきたいと思います。 

 まず黄木委員、お願いします。 

○黄木委員 

 黄木です。順番にお答えします。声は聞こえていますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。聞こえています。 

○黄木委員 

 まず若井委員から質問がありました、トラブルの傾向ですね。 

 実は説明するとき、先ほどのメガソーラーをちょっと何か悪者みたいに言っちゃったん

ですけど、実際メガソーラーをやるような事業者の方は結構丁寧に説明をしてくれて、ある

程度融通を利かせた対応をしてくれるらしいんです。ですから、そういうことで私どもへの

相談というのが減ったんじゃないかと想像しております。 

 一方で、まだそれまでのことで言うと、実は稼働しちゃったやつで、管理不十分、例えば

発電設備のところにスズメバチの巣ができちゃったよと。でも誰に、どこに連絡していいの

か分からないよとかという、そういう管理不十分なものの、要はできちゃった後の管理の苦

情が多かったというふうに聞いております。 

 先ほど言ったように、だから地域住民の方がある程度その事業者の方とあらかじめ意見

交換をして、一定の意見を伝達すれば、ある程度は上手に進むんじゃないかなというような
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認識ではあります。 

 次の大塚委員の質問にありました促進区域の現在の状況なんですけど、まさにこれから

ゾーニングマップをつくるための業務委託をかけるところです。それによって、再エネ導入

ポテンシャルがあって、立地の条件が適しているところをまず見つけ出して、あとは地域の

住民の方とか専門家の意見を聞いて、その後、ゾーニングマップをつくって再エネ導入が可

能なマップをつくった後、それを促進区域に移行していこうというふうに考えております。 

 次の興津委員からありました地域のメリットですね。実は質問にもありましたように、固

定資産税は当初はあるそうです。ただそれはどんどん、どんどん減っていっちゃう問題はね、

というふうに税担当の者は言っていました。それ以外のメリットというのは実はなかなか

ないんです。最初の説明でも言っていたんですけど、再エネ発電がその電気を地元で全然使

えないんです。ですから、今のところ目立ったメリットというと、固定資産税くらいになる

かなというふうに認識しております。 

 丹生谷委員からありました、法律との兼ね合いですね。まだ太陽光発電は開発行為には該

当しないもので、市として介入できる法としては、林地開発などある一定の限られたものな

んですよね。条例としては、そういうものについてはちゃんとクリアしてくださいねとはお

願いしているんですけれども、それは法律で規定されていることなので、条例とそれがどう

リンクするかというところが、直接的なリンクというのはないですね。 

 整合関係からいくと、林地開発とかは時間がかかるものですから、同時進行でやっている

業者さんも多いです。全ての条件が整った段階でゴーというような感じのが多いようです。 

 それから不許可の例、取り下げの例というか、まず不許可を実は、禁止区域というのはそ

もそもが法令で禁止されているけど、抑制区域というのは、要は景観上とか生活環境上、で

きればつくらないでほしい、でも法とかの規制で禁止することは直接的にできないですか

ら、まず不許可にすることは実際はできないんです。ですから、不許可という件は今まであ

りません。 

 取り下げについては、１件あったんですけれども、これはちょっと、ガイドラインと条例

の切り替え時期に申請があったもので、業者さんの主張により、これは条例で事前協議した

けれども、ガイドライン適用じゃないかということで、双方協議の上、ガイドラインで仕方

ないかということで、条例のほうを取り下げて、ガイドラインに移行したという例です。で

すから今、条例で事前協議になったやつは全て許可申請に向けて、言葉は悪いんですけども、

スムーズに進行中であります。 

 それから、今来ている苦情、実は苦情は、今は市にはもう来なくなったというのが実情な

んですよね。 

 ですから、先ほども説明したんですけど、地元の市民の方、住民の方と業者さんが上手に

意見交換を済ませているんじゃないんかなというふうに感じております。 

 大関委員からございました、実態としてはどんなものが望ましいかということなんです

けれども、今実際、実例がないんで何とも言えないんですけど、多分事業性のものが一番受
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け入れやすいだろうなとは思っております。ただ、本当に具体的なイメージが湧かないんで、

こういうもの、ああいうものというふうには言えません。 

 ただ次の質問にあった、12 ページの緩和とは何ということなんですが、それとリンクす

るんですけれど、要は、既存のメガソーラーの電気をわれわれが使おうと思うと、全量買い

取らなくちゃいけないんですよね。でも地域新電力でメガソーラーだけ全量買い取っちゃ

ったら、使い道がないんで、地域新電力では使い切れない。そうすると地域貢献策としては、

例えば大きいソーラーパネルを設置したときに、その一部の電力を地域新電力で使うよう

にするとか、そういうルールにして、既存のやつについても、今のルールは全量買い取りな

んですけど、全量買い取りじゃなくて、一部の電力でも地域新電力が買い取って、計画値同

時同量は達成するようにはしていますので、そういうふうにしていただけると、それは地域

への貢献になるんじゃないかなというふうに思っております。 

 抜け漏れはございましたでしょうか。大丈夫でしょうか。以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。では、続きまして五味委員からお願いいたします。 

○五味委員 

 ありがとうございます。まず初めに大塚委員からのご質問で、合意形成の仕組みについて

どのような対応を考えているのかというご質問をいただきました。これに関しては、林地開

発許可制度は、ご存じのように都道府県知事が地域の実情に基づく審査を行うために、各都

道府県から市町村に意見を聴取するという形が現在取られています。ただその意見の取り

方が、あらかじめ項目を設定する内容とか、またかなり包括的に意見を自由にいただくよう

な形で、実際に課題となるようなところにうまく意見が届いていないというような状況が

あります。 

 林地開発許可制度では、冒頭でもご説明しましたが、許可の４要件というのがありまして、

災害の防止と水害の防止と水の確保と環境の保全というところが重要になってきますが、

この部分をしっかり意見聴取として吸い上げていくというところが重要になってくるかと

思いますので、今後、この意見聴取の仕方、今までやってきた意見聴取の包括的もしくは事

前の、かなりざっくりとした意見聴取の仕方ではなく、かなりピンポイントで４要件に対す

る対応方針を明らかにした上で、市町村長が具体的に意見を出せるような環境を、仕組みを

つくっていくというのが大事になってくるかなと思います。 

 また、他の制度の連携というのも非常に重要だというお話をさせていただきましたが、Ｆ

ＩＴ制度では、説明会等を事前に実施する事項の中で、林地開発許可の対象となる場合、先

ほども申しました災害防止、水害防止、水の確保、環境の保全という林地開発許可の４要件

をしっかりと項目に組み込むというのが重要になってきますし、林地開発許可の申請の相

談が都道府県の林務担当部局に入ってきた場合、そこから農山漁村再エネ法とか温対法の

枠組み等で、協議会を通じていろんな形で合意形成を図れることを申請者に対してしっか

りと周知していく仕組みというのが重要になってくるかなと思っています。 
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 次、大関委員からいただきました、他制度の枠組みの中で、どのようなタイミングでとい

うところですが、これは非常にわれわれも悩ましいところではあります。 

 大関委員からの次の質問とも関連するところですけれども、今現在、林地開発許可制度で

完了を確認したら、森林から外れてしまうので、林野庁、この制度上では森林側からの管理

というところから外れていくことになっています。その部分を踏まえて、今回改めて、林地

開発が行われた後、特に２年ぐらいはしっかりと見ていく必要があるんじゃないか、植生回

復を含めて、というところを少し踏み込んで入れていたところではあります。 

 そういったところを考えると、ある程度、２年という猶予の中で、いかに森林としての林

地開発許可制度から電事法の対象となるような管理・運用というところにうまくバトンタ

ッチをする仕組みというところ、それを踏まえて例えば林地開発許可制度の完了届を時間

的に遅らせるとか、そういったところをしっかりと見ていく仕組みが必要なんではないか

なと思っております。 

 あと、令和元年度以降で事故等が発生した対応案件については、私もなかなか詳しいとこ

ろは存じ上げないところなんですけども、新制度ができてから 40 都道府県でおよそ 62 件

審査が行われております。いろいろな工事中の案件というのが幾つか出てきているのをご

説明させていただきましたが、そういうものに関してはフォローアップしているんですけ

ども、具体的にそれ以降のことに関しては私自身把握していないところもあって、もし林野

庁の関係者がいたら少し一言いただければと思いますけども、何かありましたらよろしく

お願いします。なければ以上になります。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。今、林野庁さんにちょっと振られましたけど、何か林野庁さんか

らご発言はございますか。 

○林野庁 

 すみません、林野庁の治山課でございます。よろしくお願いいたします。聞こえておりま

すでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○林野庁 

 先ほど大関委員からもございました点、あと五味先生からもありまして、少し補足させて

いただきます。 

 令和元年に新しい基準を入れて、それが実際にワークし始めたのは令和２年ぐらいから

になりますので、要するに不利益不遡及という、基本的な法律の原則がございますので、令

和２年から申請されたものについてその基準が適用されていくということなので、その時

点で申請されたものというものは今、まだ内容を審査中であったりとか、今まさに工事に入

っているというところですので、多分そこの点においては、まだ被災事例ということはあま

り出てきていないのではないかというふうにわれわれは推測してございます。 
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 以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。多分、事務局からの反応は他にもあるかもしれませんけど、残り

の委員の方からの質疑応答を聞いた上でご対応いただければと思います。 

 この後ですけれども、松本委員、それから柚木委員、髙村委員、この３名、これで前半の

議論は一応区切りかなと思っていますけど、よろしくお願いいたします。 

 では松本委員、お願いいたします。 

○松本委員 

 ありがとうございます。五味先生、黄木委員、大変ありがとうございました。私からは、

黄木委員に１点質問させていただきたいと思います。 

 本日のご説明とともに、私もプレスリリースですとか、あとメディア関係の記事も拝読さ

せていただきました。年間の電気代が百数十億円ということですとか、乳牛のふん尿の処理

の問題等もあるということで、それをうまく再生可能エネルギーの電力を市内で循環させ

て、新電力への置き換えを進めたいというご意向かと思います。 

 今年の秋にも市内の公共施設に再エネを供給される計画というのはメディアでも知った

んですけれども、その後 2025 年ごろをめどに、一般家庭や民間事業者にも供給する計画で

あると伺っております。この市民への啓発ですとか、市内の民間事業者に対してどのように

訴求されるのか。いわゆる需要家になってほしいというわけなんですけれども、例えば地域

の電力を買ってもらうことで、どんなメリットがあるのかと。そうした訴求のポイントはど

ういうことを説明されるのか、それについてお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。では、続きまして柚木委員、お願いいたします。 

○柚木委員 

 柚木です。どうもご説明ありがとうございました。私のほうからは、黄木委員と五味委員

に１つずつご質問させていただければと思います。 

 まず黄木委員のほうですけど、９ページで、先ほどもお話があったんですけど、この中に

書いています、許可対象事業から除外する設備を規定する中で、いわゆるソーラーシェアリ

ング、営農型の太陽光発電設備、荒廃農地、それからＦＩＴ等によらないものというふうな

ことで規定をされたという、これは柔軟化をしたということだと思うんですけど、これによ

って営農型の太陽光の需要が相当出てきているのかどうか、その辺の実態が分かれば少し

お話をいただければと思います。また、その場合に施設の下部でつくる営農の作物としてど

ういうものが考えられているのかというようなこともお聞かせいただいたらありがたいと

思っております。 

 それからもう一つ、五味委員のほうでございますけど、先ほどもお話がありました太陽光

発電にかかる林地開発許可基準の整備というところなんでございますけど、この中で、効果
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検証の中でも、県のほうから残地の森林率とか、こういうものが入ったことで非常に有益だ

ったという話が書かれていますが、この基準は１ｈａ未満のものについても同じように適

用されているのかどうか、そこら辺を少し、聞き漏らしているかもしれませんが、教えてい

ただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、髙村委員、お願いします。 

○髙村委員 

 ありがとうございます。 

 黄木委員と五味委員にそれぞれご質問をさせていただきます。 

 まず、黄木委員に３つご質問があるんですけれども、資料の２のスライドの８のところで、

禁止区域、抑制区域を条例で設定をされて、さらに最近、促進区域を除外する。促進区域を

これから設定されるということかと理解をしておりますけれども、禁止区域を拝見します

と、法令によって規制の対象となっている区域を充ててらっしゃるのかなというふうに思

って拝見しておりましたが、この禁止区域、抑制区域をどういう基準で設定をされて、その

際にどういう手続きで区域の設定をされたのかということを教えていただければというふ

うに思っております。 

 これは再エネを適正に管理しながら導入を促進するという方法として、苦情が減ったと

いうことも含めて、効果的な方法をとられたんじゃないかと推察をしていまして、ぜひ教え

ていただければというのが１点目です。 

 それから、２つ目がスライドの 10 番目だと思うんですが、既に他の委員からもご質問が

ありましたけれども、地域とのコミュニケーション、説明の不足ですね。一つの大きな要因

ではなかったかというふうに苦情・トラブル案件の原因についてご説明、コメントいただい

ていたかと思います。 

 他方で、その資料のところでは、やはり国の仕組み、特に条例を強化・サポートする国の

仕組みや方針ということをお書きになっていらっしゃったと思っていまして、この地域と

調和していくという、その地域の取り組みを支える国の取り組みとして期待されるものが

ございましたら教えていただきたいというのが２つ目です。 

 それから、３つ目でありますけれども、地域のやはり裨益というか、メリットということ

をおっしゃっていたと思うんですが、スライドの 12 だと思いますけれども、こちらもスラ

イドの 12ではやはりそれを先ほど幾つかの事例は、固定資産税とか幾つかのメリットにつ

いてはお話がありましたが、国がこういうふうな仕組みや方針を採ったら、再エネの導入が

より地域にとって魅力的な方策になるんじゃないか、あるいは、適正な管理というもののイ

ンセンティブが与えられるんじゃないかというところについて、お考えがあれば教えてい

ただきたいと思います。 
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 特にこれから促進区域を設定されるということを、もう設定の作業に入っていらっしゃ

るかもしれませんけれども、そうした促進区域についてどういう、やはりインセンティブと

いうものがあるといいかということについても、もしお考えがありましたら教えていただ

ければと思います。 

 五味委員に対しては２つなんですが、実は他の委員の質問とかぶっておりますので、簡単

にでございますけれども、スライドの 11 だと思います課題の⑤のところで、これは前回の

ところで山梨県さんだったと思いますけれども、林地開発許可が許可要件どおりに進行し

ていない事例があったというご指摘があったかと思っております。 

 先生もご指摘のように、許可後、工事が完遂すれば、森林法の枠組みを外れる。その後ど

うするかというご指摘もあって、どういう関係省庁との連携を想定されているんですかと

いうのが質問でございました。先ほどのお答えを私が正しく理解していればですけれども、

森林法の枠組みでしっかり監督を強化しつつ、あるタイミングで電気事業法への引き継ぎ

とうのが一つの在り方ではないかというふうに理解いたしましたけれども、先生のお考え、

もし間違っておりましたら、あるいは追加がございましたら教えていただきたいと思いま

す。 

 五味先生に、最後は林地開発許可、スライドの 12 であります課題の⑥ですけれども、林

地開発許可時に他法令の指定区域を一部の都道府県は考慮しているというような書きぶり

がされていたように思っていまして、ちょっと皮肉な言い方をいたしますと、他法令の指定

区域、特にこうした災害の観点からの開発規制等々の指定区域が必ずしも考慮されていな

い事例もあるという理解でよろしいんでしょうかという確認の質問です。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、まずは黄木委員からお答えをお願いいたします。 

○黄木委員 

 ご質問ありがとうございます。声は聞こえておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。 

○黄木委員 

 ではまず、松本委員からございました、地域新電力の家庭や民間への訴求方法ですね。ま

ずは事業所のほうなんですけれども、これは去年、結構な数の企業さんにアンケートを行い

ましたところ、ちょっと今、数字ははっきり覚えていないんですけれども、かなりの高い数

字でこの地域新電力のわれわれの事業コンセプトに興味を持っていただけまして、もし民

間事業所へ供給が可能になったら検討してもいいというようなお答えをしていただきまし

た。 

 われわれが考えている事業モデルというのは、地域新電力とはいえ、安売りを目指してい
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るものじゃないんです。地域新電力で得た収益をもって地域貢献事業、地域脱炭素事業をや

ろうというのが目的です。ですから、電気料金は他の電力会社さんから乗り換えたとしても

安くはなりませんと。でも、そういうふうに地域の脱炭素や地域貢献、地域課題解決に使う

んだよという、そういう事業コンセプトを見せて、それに賛同してくれる方はお客さんにな

ってくださいというようなことで広めていきたいと思います。 

 まずは、それは家庭の方にそれをいきなり説明しても、たぶん難しいでしょうから、まず

はわれわれはその露出度というんですか。まずは公共施設へ供給して、例えば、冒頭で申し

上げましたが、ゼロカーボン国体、これにできれば間に合わせて、地域新電力というものが

あって、再エネを使って電力供給をしているんだよというようなことで、まずは市民の方に

知ってもらう。知ってもらう上で、まずは地域貢献事業とか地域脱炭素事業をやって、こう

いう事業をこの電力会社がやっているのかと、だったら、こういう所から電気を買ってもい

いなという、そういうふうな感じでうまく回せていけたらなというふうに考えております。 

 次に柚木委員からございました、ソーラーシェアリングの件です。これはまだ今年の４月

に改正したばっかりなので、引く手あまたとか、そういうのは全然まだなくて、全然実は反

応はございません、残念ながら。実は、那須塩原市では去年まで２年間かけてスマート農業

の導入可能性について調査をしておりました。その中で、そのソーラーシェアリングについ

ても調査をしたんですけれども、実はソーラーシェアリングで太陽光発電を導入すると、今

のＦＩＴの単価ですと、どうやらぎりぎりペイしないほうの可能性が高いらしいんです。何

かそういうのも背景にあるというふうに想定しています。 

 また、作物のお話があったんですけれども、やっぱり去年のそのスマート農業の調査の中

では、かなりの種類の作物がソーラーパネルを置いたとしても育つような情報はあるんで

すけれども、実際にはなかなかそれがうまくいっていない事例があるらしいです。ですから、

これも今後の検討課題になるかなと思います。 

 とりあえず、私どもとしてはそのソーラーシェアリングは促進をしたいんで、事後に条例

改正をしたので、ぜひともチャレンジしたい農家さんがあれば、チャレンジしていただけれ

ばなというふうに思っております。 

 最後に、高村委員から３つほどあったかと思います。まず、条例の区域の設定ですね。禁

止区域については、もうおっしゃるとおりです。法律で禁止されているところを追加で規定

しているだけです。抑制区域については、この条例を作った際は、那須塩原市にはもう太陽

光は要らないよという、そういう方向性でこれを作っているんです。ですから、例えば抑制

区域というのは、例えば景観条例の指定がある所であるとか、都市計画法の住居地域がある

所であるとかと、こういう所には来てほしくないという理由で、ほぼ市内を一面抑制区域に

したというふうになっております。 

 手続きというのは、どのような想定の質問かちょっと分からないんですけれども、この図

面というのは後からわれわれが見やすくするために作ったものなんですけれども、条例で

は文言で、何々地区にあたる所とか、何々地区の何々の何メートル以内とかという形で抑制
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区域として定めております。 

 今となっては、われわれ促進する立場のほうとしては、この条例が足かせにはなっている

んですけれども、実は先ほど言ったように、足かせにはなっているんですけれども許可でき

ないわけじゃないんです。時間はかかるけれども、結局は許可になっちゃうんで、象徴的な、

地域と調和することを求める象徴的な条例というような感じなのかなという思いです。 

 それから、10 ページの国の仕組み・方針についてです。これは何を求めるかということ

なんですけれども、先ほど言ったように、実は私どもは条例をもっても抑制区域では確たる

禁止、抑制地域だと許可をせざるを得ないというのが現状なんです。ただ、先ほど言ったよ

うに、中学校の前にベタベタベタと太陽パネルを張ってもらうやつは、それは法律上、何の

制限もないんですけれども、できればこれはちょっとひどいよね、やめてほしいよねと思っ

ても、やめさせることができないんです。ですから、災害とかそういう問題ではなくて、そ

ういう自治体として、もしくは一地方として、少なくともそのような状況が出たときに、そ

れをストップできる、もしくは、もう少し強制的に緩衝帯を広くできるような指導ができる、

それのよりどころとなるような、裏付けとなるような国の仕組みがあるとうれしいなとい

うふうに思っております。 

 12 ページの質問は、地域のメリットですね。例えば先ほど、ここでも説明したんですけ

れども、今の太陽光発電って自立分散、実際はしていないですよね。これはついこの間、地

震の影響で停電したとき、やはり停電したんです。でも、地域にこんなにメガソーラーがあ

るのに、何で停電しちゃうのというのが市民の率直な感想なんです。ですから、例えばこれ

から事業をやるときは、例えば今でもマイクログリッドってなかなか現実のものになって

いないんですけれども、マイクログリッドをできるような法制度であるとか、電気技術上の

問題であるとかをクリアして、例えばマイクログリッドの設定、いざというときにマイクロ

グリッドとして再エネを活用できるようなものとセットにするとか、例えば需要とセット、

つまり、今このわれわれは系統末端に位置しているんです。系統末端に位置していて、大規

模な再エネが来ちゃうと、それだけで系統は逼迫しちゃうんです。 

 だったら、その系統末端に大規模な発電所を造るんだったら、そこに大きな需要をつくっ

て、その中で回しちゃってくれればいいんですね。そうすると、全体の発電電力量が電力需

要に対してこの地域内で収まるんで、それだけでうまく回るし、地域ではそこで雇用が生ま

れるし、経済も回るしという、そういうメリットがあると思うので、要は、再エネ発電を誘

導するんであれば、需要もセットにというようなふうにしていただくと、地域としてはとて

もうれしく思います。 

 以上、抜け・漏れはなかったでしょうか。以上になります。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では続きまして、五味委員からお願いします。 

○五味委員 
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 ありがとうございます。 

 まず始めに、柚木委員から頂きました、令和元年度の基準を作って、林地開発許可制度１

ヘクタール以上で明確化したというところですけれども、今回でよかったという情報を頂

いているのは、この１ヘクタール以上のところです。 

 特に、林地開発許可制度は都道府県知事の権限により進めているところですので、それを

対象にしているということで、１ヘクタール未満のところは、以下のところは、市町村長権

限で伐採届等を対象としていますので、今回はこの林地開発許可制度に対処するところの

１ヘクタール以上というところで情報収集をさせていただいているところです。 

 ただ、令和元年度の時からも、この１ヘクタール未満のところをどういうふうに取り扱っ

ていくのかというのは非常に課題が出てきているところですので、今回の検討事案に上が

って、その林地開発許可の面積、１ヘクタールでいいのかどうかというところも踏まえて、

検討しているというところになります。 

 続きまして、高村委員から頂きましたコメントです。スライドの 10 番目になりますでし

ょうか。課題⑤のところですが、これについてはまさに先ほど大関委員からも頂きましたと

ころで、やはり林地開発許可制度完了届を終わった後、数年、しっかり植生回復、または管

理状況を見ていくというところが重要なんではないかということをここでは少しお話をさ

せていただきましたが、そこのどうやって受け渡していく、または電気事業法、これは一つ

の候補ではあると思うんですけれども、それに関してはまさにこの委員会の全体の中も踏

まえて、省庁横断でいかに考えていくのかという関連省庁との連携、そういった連携の場を

どうやってつくっていくのかというところになるんではないかなと思っております。 

 その中で、果たして電気事業法というところの引き渡しというところも踏まえて、どうい

う形で行われるのかというのは、そこでしっかりと議論をしていく必要がありますし、今こ

こで出てきたアイデアを踏まえて、いろんなやり方があるとは思うんですけれども、髙村先

生、大関先生から頂いたコメント等はそういったところに関連してくるかなと思っており

ます。 

 スライドの 11 番目でしょうか。次のスライドですかね。他法令での規制がかかっている

ところでも行われているかというところなんですけれども、これはこの検討会の中での案

件というよりは、むしろ私が研究室で行っているその研究の中ですけれども、実際にあると

いうのは確認しております。 

 ただ、それぞれ土砂災害の警戒区域とか、土砂災害特別警戒区域等をそれぞれいろんな形

で指定されていますけれども、こういった指定のタイミングというのもあるので、その指定

のタイミングと林地開発許可のタイミング等でどうしても重複してくるところが出てくる

というところもあるかというのを把握しているところです。こういうのも踏まえると、やは

りいかにこの開発、面的な開発のデータベースをいかに整備していくかという観点とか、そ

れぞれの関連省庁の連携とか、ちょっとしたタイミングのずれで開発が進むということが

あるということをわれわれは認識しながら、どうそれに対応していくのかという検討は必
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要かなと思っています。 

 以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 今までのところでは委員からのご発言ご希望は以上でございます。 

 事務局から何かこのタイミングで対応、ご発言のご希望はありますか。 

○経産省 

 事務局からは特に今はございませんので、後でまとめて最後に何かありましたらさせて

いただければと思います。 

○山地委員長 

 分かりました。じゃあ、議事を進めてまいりたいと思います。前半、議題について大変熱

心なご議論をありがとうございました。 

 それでは、後半に移りたいと思います。３団体からのプレゼンでございますけれども、ま

ずは太陽光発電協会の増川さんから、資料４の説明をお願いいたします。 

○増川（一般社団法人 太陽光発電協会） 

 音声は大丈夫でしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○増川（一般社団法人 太陽光発電協会） 

 太陽光発電協会の増川でございます。本日は私のほうにも発表の機会を頂き、感謝申し上

げます。 

 それでは早速始めますけれども、３ページをご覧ください。まずは、太陽光発電協会のビ

ジョンとミッションでございますけれども、記載のとおり、国と地域に求められるエネルギ

ーを、地域と共に創り、地域社会との調和・共生・連携を図ることで、太陽光発電が国と地

域に大きな便益をもたらす自立した主力エネルギーを目指しております。 

 続きまして、2030 年の太陽光の導入目標と現状についてですけれども、５ページをご覧

ください。2020 年度末の太陽光発電の累計導入量は約 61ＧＷになっております。ご承知の

とおり、第６次エネルギー基本計画におきましては、2030 年の太陽光発電の導入見通しと

いたしまして、103.5ＧＷ～117.6ＧＷという大変野心的なレベルが示されております。この

2030 年の野心的目標を達成するには、2020 年度実績から２倍ぐらいに増やす必要がありま

して、達成のためのハードルは非常に高いというふうに言えます。 

 次のページ、６ページをご覧ください。事業用の太陽光のＦＩＴの認定量ですけれども、

2015 年度以降は大きく減少しておりまして、2020 年度の実績としては約 0.9ＧＷまで減っ

ております。この傾向がずっと続けば、事業用太陽光の年間導入量は従来５ＧＷ程度だった

わけですけれども、１ＧＷを下回るレベルになるのではないかというふうに懸念しており

ます。この 2030 年の、国もわれわれも持っていますけれども、野心的な導入目標を実現す



 24

るためには、事業用太陽光で年間４～５ＧＷ程度の新規認定が必要ではないかというふう

に考えており、現状のこの下降トレンドをどのようにして上昇トレンドに反転させるかと

いうのが大きな課題となっております。 

 続きまして、７ページをご覧ください。地域との共生無くして太陽光発電は主力電源には

なれないということですけれども、私どもは自立した主力電源になるための５つのチャレ

ンジ、克服する必要があるというふうに考えております。ＦＩＴから自立のためのコスト競

争力の向上、それから、価値の創出。また、主力電源の土台として、系統制約の克服、長期

安定稼働。そして、地域との共生は特に主力電源の前提として外すことができない重要なチ

ャレンジだというふうに認識しております。 

 続きまして、８ページをご覧ください。地域との共生に関しまして目指すべきは何かとい

うことでございますけれども、厄介者扱いされることの多い太陽光発電と地域との相容れ

ない部分を解消することではなくて、地域や国に裨益する太陽光発電のあるべき本来の姿

に戻すことではないかというように考えております。 

 例えばですけれども、地域に賦存する太陽エネルギーを活用して、地域でのエネルギー供

給に加え、雇用や経済の発展にも貢献する地域のための太陽光発電があるべき本来の姿で

はないかというふうに考えております。 

 続きまして、11 ページをご覧ください。太陽光発電の健全な普及を推進するために、私

ども太陽光発電協会が取り組んできた事例を幾つか紹介いたします。 

 私どもは企画立案、設計、施工、設備運用・管理から設備廃棄までのライフサイクルにお

ける法令遵守、そして、地域との共生ならびに長期安定稼働を推進するために、数々の自主

ガイドラインを作成し、また、啓発のためのセミナーや研修を実施したり、技術者の資格制

度の運営等を行っております。詳しい説明は割愛いたしますけれども、12ページと 13 ペー

ジに当協会の取り組みを例示しておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

 続きまして、15 ページをご覧ください。地域との共生をより強力に推進するためのこれ

からの取り組みについて私どもの考えを紹介いたします。地域との共生をより強力に推進

するためには、新規開発案件、それから、稼働済みの既設案件のそれぞれに対応した取り組

みを推進することが必要ではないかというふうに考えております。 

 新規認定案件に関しましては、買い取り価格も現状も 10円程度に低下したことによって、

大規模な森林の伐採とか、土地の改変を伴う開発は事業採算の観点でも大きく減少すると

いうふうに見込まれております。 

 また、法令に関しては、従来より厳しい事業規律が求められておりまして、遵守できる事

業者しか事業に携われない、そういう環境が整いつつあるのではないかというふうに理解

しております。 

 これからですけれども、コーポレートＰＰＡなど、需要家が直接関わる事業形態の普及が

見込まれていますけれども、需要家による監視・チェック体制、そういうのが機能すること

によって、地域との共生がより進むのではというふうに期待しております。 



 25

 課題は、特に中小規模の設備についてですけれども、運転開始前のチェック機能をどうや

って働かせるのか。それから、その実効性をどうやって担保して高めていくのかということ

ではないかというふうに考えております。 

 次に、既設発電設備に関する取り組みについてですけれども、2017 年の４月に施行され

ました改正ＦＩＴ法の前に認定された設備も結構ございまして、地域との共生に関しても

問題を抱えた案件が存在しております。また、残念ながら、中には法令遵守が疑われるよう

な案件もご承知のとおりございます。 

 これらは法律の、法令の改正だけではなかなか改善が難しいこともありまして、地域との

共生を推進する場合の最大のハードルになっているのではないかというふうに認識してお

ります。 

 太陽光発電協会では、地域共創エネルギー推進委員会というのを立ち上げまして、稼働済

みの案件の自主保安とか、施行不良の是正、そういったものを推進することに取り組んでい

るところであります。 

 これは要望になりますけれども、例えばＦＩＴ買い取り終了後の設備について、自治体あ

るいは地域住民を含む事業体等がその事業を継続して長期稼働をさせるような地域に根ざ

した取り組みに対しては、国が何らかの支援をするような制度を検討してもいいのではな

いかと、検討に値するのではないかというふうに考えております。 

 次のページ、16ページをご覧ください。こちらは私どもの取り組み事例といたしまして、

地域共創エネルギー推進委員会等を紹介するものですけれども、説明は割愛いたします。 

 18 ページをご覧ください。これは私どもの取り組み事例といたしまして、地域にとって

安心・安全な太陽光発電設備が導入されているかの実態を昨年から自主的に調査した結果

をまとめたものでございます。ご参考にしていただければというふうに思います。 

 続きまして、使用済み太陽電池の適正処理・リサイクルに向けた取り組みについて、ご説

明いたします。資料の 21ページをご覧ください。まず、私どもの基本的なスタンスですけ

れども、太陽光発電の健全な普及にとって適正な処理・リサイクルへの対応というのは極め

て重要と認識しておりまして、ＪＰＥＡとしても適正処理・リサイクル研究会というのを設

立して、国の制度づくりへの意見具申、あるいはガイドラインの作成のほか、将来の大量廃

棄に向けた調査研究等を行っております。 

 ＪＰＥＡといたしましては、既存の廃棄物処理法等を踏まえつつ、大量廃棄が始まるであ

ろう 2030 年以降を見据えて、製造者、発電事業者、排出者、行政、中間処理事業者、リユ

ース事業者など、全てのステークホルダーが関与したサステナブルな適正処理・リサイクル

が可能となるような仕組みが望ましいなというふうに考えながら、検討を進めているとこ

ろでございます。 

 また、発電事業者が取り組めることもございまして、そういった事項といたしましては、

ＦＩＴの認定申請時に求められます廃棄費用の確保を含む事業計画の策定、それから、今年

から始まります廃棄費用の外部積み立てへの対応というのももちろん当然のことながら発
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電事業者が取り組むべき、責任を持って取り組むべき事項でございますけれども、もう一つ

はＦＩＴの買い取り期間、例えば住宅用は 10年、事業用は 20 年でございますけれども、そ

れを越えて長期間稼働を継続することでもあると考えます。例えばですけれども、20 年で

稼働を終了して廃棄する場合に比較して、30 年間稼働を継続すれば、計算上ですけれども、

太陽電池パネルの排出量というのは３分の２に大幅に減らすことができるということにな

ります。 

 続きまして、ＪＰＥＡとしての取り組みの事例を次のページから紹介しておりますので、

参考にしていただければと思います。 

 ちょっと飛ばして、27 ページをご覧ください。これが今われわれが検討を進めなきゃい

けないなということでもございますけれども、将来は全てのステークホルダーが関与した

持続的な仕組みが望まれるということですけれども、この絵の左側には当面の対策、右側に

は将来の大量排出を想定した対策というのを示してございます。 

 当面の対策といたしましては、現行の法制度の枠組みにおいて、それぞれのステークホル

ダーが役割を果たすということになるわけですけれども、将来の大量排出を想定する対策

としては、この右側に記載のとおりですけれども、既存の廃棄物処理法等を踏まえつつも、

全てのステークホルダーが関与した持続可能な適正処理・リサイクルの仕組みが望まれる

と。また、そのような検討を開始することを念頭に、まずは省庁の枠を越えて関係するステ

ークホルダーによる意見交換会等を開催してはどうでしょうかと。ぜひご検討いただけれ

ばと思います。 

 続きまして、地域との共生の推進に資するようなよい事例、ベストプラクティスとまでは

言えませんけれども、グッドプラクティスの事例を紹介いたします。資料の 30ページをご

覧ください。ここに記載しましたものは、地域との共生を図る上で当然のことなんですけれ

ども、発電事業者として重要な心構えを少し記載させていただきました。企画立案から撤去

および廃棄までを最初から最後までお付き合いするのはやはり各地域の住民、自治体の

方々であるということ、これは全くそのとおりと思いますけれども、そのためには地域住民

の方々に望まれる、喜んでいただける、そういう発電所の建設が必要であるということでは

ないでしょうか。 

 次のページ、31 ページをご覧ください。そのグッドプラクティスの事例ですけれども、

例えば住民説明・コミュニケーション、これは非常に最も大事なことの一つと思いますけれ

ども、開発時の住民説明は発電事業における地域との共生を図る上で、最初にして最大のポ

イントということだと思います。そのためには、もちろん自治体とも連携しつつ、それから、

地元の自治会とか町内会の皆さんとのコミュニケーションが大事になるわけですけれども、

そういう方々に発電事業の持つ意義とか、事業がもたらす地域への貢献内容、事業をどうや

って安全・安心に進めていくんだという、そういうことを十分説明・理解を得ることが重要

だということだと思います。 

 続きまして、32 ページには、例えば事例の一つではございますけれども、環境啓発活動
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に何らかの貢献をしたりとか、地域の公益財団法人等に何らかの資金的支援をして、そうい

う啓発活動に貢献するということもあろうかと思います。 

 それから、33 ページ以降、34、35 ページにたくさん私どもの協会の関係者、会員の皆さ

まから寄せられたグッドプラクティスの事例をずっとここに列挙しておりますので、ぜひ

参考にしていただければというふうに思います。 

 私のほうからは以上でございます。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 では、続きまして、全国産業資源循環連合会の松本さんから、資料５です。説明をお願い

いたします。 

○松本（公益社団法人 全国産業資源循環連合会） 

 皆さま、失礼いたします。私は全国資源循環連合会、最終処分部会運営委員の松本でござ

います。この検討会に参加させていただきまして、ありがとうございます。 

 私から廃棄された太陽光発電設備の処理、いわゆる埋め立て処分についての意見を述べ

させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。次のページ

をお願いします。 

 まず、太陽光発電設備を廃棄する際の法令等の規定については、ガイドラインが、２版が

平成 30 年に制定されています。それについて適正な処理を進めていこうということで、一

つは太陽光発電設備の解体・撤去に伴って廃棄物として排出される使用済みの太陽光発電

モジュール。これは廃掃法の規定を遵守して処理をされることが必要であるということ。そ

れと、使用済みの太陽光モジュールを廃棄する場合については、基本的にはリユース、リサ

イクルを推進するということが非常に望ましいなというふうなところではありますけれど

も、それが難しい場合については埋め立て処分ということも想定されるのではないかとい

うふうに、このように思ってございます。 

 排出された使用済み太陽光モジュールという形は、一般的には品目である部分に分類さ

れますので、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、廃プラスチック

類というふうにして、混合といわれる廃棄物の中に扱われることが一番多いです。 

 排出事業者が処理を委託するのは、これは都道府県等がそれぞれの品目、許可業者、収集

運搬もそうですし、最終処分業者に委託しなければならない。産業廃棄物の保管、収集運搬、

処分に関する処分基準を遵守、これは必ず必要である。排出事業者自らで処理を行う場合に

ついても同様であるというふうに考えます。 

 太陽電池のモジュール、これは電気機器、器具に該当するということでありますので、埋

め立て処分をする場合については浸出液の処理設備を備えた管理型最終処分への埋め立て

が必要になるという形になります。次をお願いします。 

 次は、太陽光発電設備を廃棄する場合の法令等の規定について、２つ目ですけれども、必

ず産業廃棄物についてはマニフェストが必要になります。一般廃棄物についてはマニフェ

ストは要りませんけれども、このマニフェストの記載事項についてしっかりとチェックを
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させていただく中で、使用済みの太陽電池モジュールであることの旨を明記していただき

たい。これは必ずマニフェストに明記するようになってございます。 

 その契約時に、やはりその太陽光モジュールの中に含まれている、いわゆる含有されてい

る重金属類、有害物質といわれる鉛、カドミ、それとヒ素、セレンなど、その時代に応じた

太陽光モジュールがたくさん出ていますので、そこの分析です。そういうようなものの提供

というのを、これは必ず頂くようにしてございます。 

 われわれ処理業者については、やはり処理工程においてもそうなんですが、いくら太陽庫

発電がもう終わってしまったモジュールであっても、太陽の光を浴びてしまうと少しです

けれども発電をしていきますので、ケーブルのコネクターなどの絶縁処理、それと、運ぶ際

にも遮光をするということです。必ず感電防止。これは非常に必要かなということでありま

す。だんだんと新しい中間処理の機械が出てきていますけれども、以前は重機による解体と

いうふうな形になりますから、作業中の粉じんにも配慮をするというふうな形になります。 

 使用済みの太陽光モジュールの排出事業者、電気事業者団体もありますけれども、撤去工

事を行った解体さん、あとはゼネコンとか、そういうようなところのいわゆる不良品もあり

ますし、メーカー不備などがあったものもやっぱり排出の一つになります。そういうふうな

排出で考えてございます。次をよろしくお願いします。 

 当社は中間処理も最終処分も持ってございますので、その中で一つ受け入れ状況の中で

今まであった事例ですけれども、常にご依頼がたくさんあるわけではなくて、スポット的な

ものが多いのかなと。一つはソーラーの設置されている所に、やはり鳥獣による投石、カラ

スが石を落として盤面にひびが入って交換されるもの。製品として、いわゆるこれはちょっ

と使用が難しいなというふうなもの。あとは、台風で災害があったものというふうなことに

分けられるかなというふうに思います。 

 排出元については、一般は受けていないので除外しますけれども、10ｋＷ以上の発電事業

者等と、あとは商社とか設置業者、発電事業者ということになります。 

 現状、搬入の状況を見ていますと、40 枚から 80枚というのがおおむねご依頼の部分であ

るかなというふうに思うのです。その枠を取りながら、中の解体後のセルのみを最終処分と

いうふうな形になろうというふうに思います。 

 大規模災害になりますとこれは別になりますので、除外させていただきますけれども、や

はり一般的に、ため池などに設置されているところも多いのかなというふうに思うのです

が、台風、災害で少しパネルが変形したとか、そういうふうなこともあろうかなと。やはり、

その時点でどれぐらいの廃棄が出てくるかというのは予測がないので難しいですけれども、

今後そういうふうな台風災害等での増加可能性というのが考えられるかなというふうに思

ってございます。 

 現状、われわれ受けるにいたしましては、ＷＤＳ、これは廃棄物データシートに必ず重金

属の含有のデータの部分を付けていただいて出していただくということになってございま

すので、それを確認して契約を進めさせていただくというふうな形になります。次をお願い
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します。 

 これは私が、営業が一応契約を取ったところで現地に向かって出向いていって、状況を確

認させていただいた事例になります。パネルの枚数については 300 枚程度あったんですけ

れども、このときにはガイドラインができてきた時代でありましたので、ここはため池にソ

ーラーパネルはたくさんあって、台風でちょっとゆがんだり、割れたり、ひびが入ったりと

いうふうな形があったので、ご依頼がございました。やっぱり排出のフローに従って、ここ

の事業者についてはパネルを全部遮光していただいてございました。全て倒壊しないよう

な形で荷造りをしていただいた。ここからわれわれは収集をさせていただいたというふう

な形の事例になっております。必ず表へ向けないようにして、ちょっと下のところに１つパ

ネルが上を向いていますけれども、これは現地に行って、いわゆる裏返しにしてくださいね

ということでご依頼をさせていただいた形になります。次、よろしくお願いします。 

 この事例紹介については、このガイドラインができる以前に、一部パネルの分解というふ

うな形で持ち込まれた部分になります。中国製のものになりますけれども、一応、破砕機に

入れる前にどんな形のものであるかということを重機で枠を外しながら、少し人力でどん

なものがあるのかなということで前処理をさせていただきました。非常に時間もかかると

いうことで作業を行ったのですが、しっかりと物が分解できたのではないかなというふう

には思ってございます。次、お願いします。 

 アルミの枠です。この写真、ちょっと右上ですけれども、アルミの枠で、枠外のもので、

いわゆるガラスは、このときはガラスも若干割れていましたので、セルだけを引き出したと

いうふうな状況になってございます。次、お願いします。 

 いわゆるアルミとか、そういうものをのけた後に、そのセルだけを最終処分するというこ

とで当社は管理型最終処分場でございますので、そのセルについても遮光を施して最終処

分をして、覆土をするというふうな過程で最終処分をさせていただきました。そこからでも

溶出した形跡もございませんし、水質についても何も変わりもなかったので、適正な処理が

できたというふうには思ってございます。次、よろしくお願いします。 

 廃棄物ですので、契約に至るまでというのは、われわれ各社がいろんな自主基準を持って

ございます。処理するにも、手順書作成ということで、まずは横にも書いてございますけれ

ども、マニフェストの確認です。排出事業者、住所、担当指名等々です。産廃であるか、特

管であるか。これはわれわれ一般的なマニフェストの記載事項になります。どういうふうな

品目であるか、荷姿であるか、有害物質がどんなかということを含めて、やはり太陽光モジ

ュールというふうな記載事項をマニフェストにも記載していただくというふうな形になっ

てございます。次をお願いします。 

 われわれとしては、適正処理のために排出事業者にお願いしていることということで、や

はり最終処分というのは、埋めて終わりで即形質変更ができるわけではございませんので、

長期にわたる最終処分の維持管理というのを求められます。その中には、有害物質を含有す

る溶出がやっぱり埋め立てをしている中でどういうふうな状況になっているかというのを
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見ながら維持管理をしていかないといけないということになりますので、廃棄物の性状で

すね。純金属含有、溶出等に関する情報分析等、これを必ず提供いただいてございます。 

 搬入廃棄物の確認ということで、どういうふうな状況で廃棄物が入ってきたかというの

は、当社は中間処理場もありますので、そこに荷下ろしをして、マニフェストの記載事項と

整合しているかの確認。これは必ずやらせていただいてございます。管理型処分場であって

も、やはり中間処理を通してということが、基本的にはするほうがいいのかなと思います。

やっぱり展開検査をやろうということで、指導はさせていただいてございます。 

 確認事項は、やはり太陽光パネルだけで持ち込まれているのかどうか、他の物が入ってい

ないかということは、やはりそこは確認します。これは全ての廃棄物において、契約以外の

廃棄物というのは受け取りができませんので、そういうふうなものの確認というのは必ず

必要になってきます。 

 あとは、形状です。パネルですんで、大きなものがあるんですが、これを分解して、処理

するには小さくなりますので、そういうふうなところです。やはり廃棄物はいろんなものが

ありますので、問題がある場合については、必ず排出事業者に対して改善を依頼させていた

だいてございます。次、よろしくお願いします。 

 これは１つ事例紹介ではございますが、いわゆる廃棄物データシート、ＷＤＳです。ここ

にどういうふうな形で入ってきていますかというふうな情報を密に書いていただいてござ

います。これ以外にも分析というのは必ず付いてくるんですが、ちょっと事例として、太陽

光モジュールの型番情報とか、どういうふうなどこで作られたか、メーカーとか、日本製で

あるのか、外国製であるのかと。そういうふうなところを記載していただきます。組成はど

ういうふうなものが含まれたものになっていますかというところです。下のほうには、有害

物質等々の文言があって、ここには該当するか、しませんかというところのチェックをして

いただいて、それが合致すれば、そこで処理が始まっていくというふうな状況になります。

必ずこれは頂いてございます。よろしくお願いします。次、どうぞ。 

 ここからは排出事業者にしっかりと啓蒙をする中で、太陽光モジュールは品目はたくさ

んありますけれども、収集運搬の許可を有している処理業者を選定することが必要ですよ

と。 

 やはり、収集運搬も遮光をして、シートを掛けて、太陽光が当たらないような形で持って

きていただくというふうな形で進めさせていただいています。 

 加えて、やはりちょっとでも太陽光が当たると、電池と一緒でちょっと発電をしているん

です。その時にはカプラとかそういうふうなところを素手で触ってしまいますと、やっぱり

感電ということがありますので、必ずコネクターのところについては感電防止対策を講じ

て運搬していただくということを求めてございます。 

 太陽光パネル、いわゆる発電モジュールが１枚だけで、他の廃棄物があるとしても、１枚

だけ持っていっていただく。これは他の廃棄物と混合してしまいますと、荷下ろし時にやは

りいろんなものが破砕、いわゆる割れたり、他の可燃物等々に影響がありますので、必ずこ
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れについては混合しないということでお願いをさせていただいてございます。次、お願いし

ます。 

 その他、処理費用に関するということで、実態をずっと今までいろんな形でチェックをさ

せていただいてございますけれども、契約する数量とか契約期間も含めてそうなんですが、

単位によって処理単価は異なってまいります。やはり、そこについては含まれている重金属

類の分に応じて単価を決めさせていただいてございます。通常、マニフェストの記載等につ

いては、先ほども申しましたけれども、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器

くず、廃プラスチック類というふうな形の区分になりますけれども、そういうふうなところ

に記載をしていただく。やはり、搬入される形態というのがその部分によってつぶれている

状態もあったりしますので、そこら辺を含めて処理に関する単価というのを決めさせてい

ただいたりはします。スムーズに運搬できるのであれば問題はないんですが、やはりつぶれ

てしまっていて、これは積み込みには非常に時間がかかるとか、そういうふうなところにつ

いてもより吟味をさせていただいてございます。 

 われわれは中間処理を持っていますけれども、中間処理後の取り扱いが、基本的にはリサ

イクルというのは非常にありがたい話ではあるんですが、最終処分というふうな形になり

ますと、やっぱり中間処理の方法とか、中間処理のレベルが上がっていただかないと、安易

にプラスチック類ですよと、ただそれだけで持ってこられるというのはちょっと難しいか

なと。中間処理については、いろんなものが一度に入ってきますので、２次マニフェストで

来るというのは少し懸念材料が多いかなというふうには考えてございます。 

 ガラスのリサイクル、上に表面にガラスがありますので、これは再生資源として開拓して

いっていただけるかなというふうには思いますけれども、なかなか業者もたくさんあるわ

けではございませんので、今後はこれは検討していく必要があるんではないかなというふ

うには思ってございます。 

 以上になります。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 ご説明どうもありがとうございました。 

 では、後半の最後のプレゼンとして、株式会社新菱さんから資料６の説明をお願いいたし

ます。 

○守谷（株式会社 新菱） 

 株式会社新菱の守谷と申します。聞こえておりますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○守谷（株式会社 新菱） 

 本日は弊社の太陽光パネルのリサイクルのご説明の機会を頂きまして、誠にありがとう

ございます。次、お願いいたします。 

 弊社の概要なんですけれども、本社が福岡県の北九州市にございまして、三菱ケミカル
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100％の子会社でございます。サーキュラーエコノミー事業として、太陽光のパネルのリサ

イクルの技術開発、それから、グループ会社のリサイクルテックでＯＡ機器のリサイクルと

破砕方式による太陽光パネルの産業廃棄物の処理を行っております。次、お願いいたします。 

 工場の立地なんですけれども、北九州のエコタウンの中にリサイクルテックがございま

して、新しく太陽光パネルのリサイクル工場を近接した地区に建設中でございます。ここで

九州、中国エリアをカバーしていこうということを考えております。次、お願いします。 

 それから、太陽光パネルのリユース・リサイクルに当たりまして、その中でやはり資源循

環をしっかりしていこうというところで、発生抑制。それから、再利用、リユースです。そ

れから、再生利用、リサイクル。熱回収、埋め立て処分という順番に、それを優先順位に考

えて検討しております。その中で、特に弊社といたしましては、リユース・リサイクルのと

ころを取り組んでおります。 

 それから、効率的なリサイクルシステムの構築に当たりましては、利用を終了した後の排

出事業者様、発電事業者様ですね。それから、解体事業者。それから、運ぶ収集運搬。それ

から、弊社のようなリサイクル、産業廃棄物の中間処理にはなるんですけれども、リサイク

ル業者。それから、資源を回収して、それを活用していただく素材メーカー様。こういった

ところの上流から下流までの一体的な取り組みが重要というふうに考えております。 

 それから、ちょっと繰り返しになるんですけれども、まず、太陽光パネルの処理に関しま

しては、どうしてもリサイクルいたしまして資源を回収しても、それを販売いたしましても、

リサイクル処理コストが少し高いというところで、どうしても産業廃棄物として受注して

リサイクルを行うというような形をとっております。次、お願いいたします。 

 それから、これは現状、弊社のグループ会社のリサイクルテックでやっている破砕方式に

よる太陽光パネルのリサイクルでございます。産業廃棄物として受け入れまして、目視検査

ですけれども、使えるものに関しましてはできるだけ中古で販売してリユースしていこう

ということを取り組んでおります。使えないもの、廃棄するものに関しましては、まずは開

枠機で開枠し、アルミを回収した後に、シート状になったものを破砕機で破砕して、これも

産業廃棄物、先ほどの二次廃棄物として処分費を支払いまして、路盤材等にリサイクルして

いただくという形で、弊社といたしましては埋め立てを行わないというリサイクルを現在

行っております。次、お願いいたします。 

 その今行っている太陽光パネルのリサイクルなんですけれども、2019 年ぐらいから増え

始めまして、徐々に受注枚数は増えていっているんですけれども、昨年度１万 3,000 枚ぐら

いで、約 200 トンぐらいなんですけれども、それにしてもまだまだ排出量としては少ないと

いう印象でございます。どこから受注しているかということで内訳ですけれども、施工業者、

施工会社様が７割ぐらい。メガソーラー発電からの直接の依頼はまだ少ないという状況で

ございます。それから、工場が北九州市にあるということで、どうしても近隣の福岡県、長

崎、佐賀、こういった所からの受注が８割を占めるというような現状でございます。 

 弊社は破砕処理なんで、埋め立て処分と比べても、そんなに差別化はまだできていないん
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ですけれども、そういった中で弊社に発注していただく会社様がどうしてそういうところ

で弊社を選んでいただいているかということを考えると、どうも信用を一番大事にしてい

ただいているというところが現状なのかなと思っております。 

 それから、問い合わせが少ないというところと、ある問い合わせがほぼほぼインターネッ

ト経由で問い合わせいただいているというところから推測すると、どうもまだ排出されて

いるところがどこで処理したらいいかよくご存じないというようなところがございまして、

やはりまだまだ周知が足りていないということを感じております。次、お願いいたします。 

 それから、この後ご紹介いたします高度リサイクルについて、その課題と背景です。基本

的には太陽電池のパネルのガラスとか、アルミ枠、銅配線とか、シリコンセルといったもの

をしっかりと資源として回収していこうというコンセプトで開発を始めまして、2010 年Ｎ

ＥＤＯ事業でリサイクル技術の開発を行っております。その後、環境省の実証事業で高度選

別技術を早稲田大学と共同で開発して、昨年度、環境省の実装事業のほうで高度リサイクル

プラントを今、建設中でございます。次、お願いいたします。 

 弊社の太陽光パネルの高度リサイクルプラントですけれども、太陽光パネルの樹脂成分

を熱分解する炉と、その後、高度選別を行うという選別ラインのツーラインで構成しており

ます。受注した際に、有害物質をチェックするということを考えておりまして、カドミ、セ

ルに関しましてはメーカーで識別できますので、そこで選別と。あと、アンチモン、ヒ素に

関しましては、カバーガラスの組成でございますので、蛍光Ｘ線を使って分析して、そこで

仕分けると。ヒ素入りに関しては破砕処理ということで、違う処理方法に回すということを

考えています。鉛に関しましてはハンダなんですけれども、高度選別ラインで回収すること

ができますので、これは資源として活用できるということを考えています。 

 弊社のプラントの特徴といたしまして、ここの熱分解炉なんですけれども、分解したガス

を燃焼させて、その熱をまたこの炉の熱源として使うという、サーマルリサイクルができる

プラントになっていまして、非常にエネルギー効率がいいということと、ＣＯ２の発生が少

ないということでございます。 

 それから、出てきたものに関しましては、アルミの枠とガラスが割れていないものは板状

のガラスとして回収できるということで、非常に純度の高いガラスが回収できます。その後、

ガラスが割れたものに関しましては選別ラインで、まず、銅線の回収、その次にシリコンを

回収して、最後にガラスのほうを異物がほぼない状態まできれいに選別というところで、全

て資源回収できるプラントでございます。 

 回収されたガラスなんですけれども、ガラスの組成に関しましては、基本的には窓ガラス

と同じソーダーライムガラスなんですけれども、太陽光パネルの特徴として、消泡剤として

アンチモンが 0.3％ぐらいということで非常に多く入っているというところで、アンチモン

に関しましてはガラスの製造メーカーのところの設備に影響を与えるというところで、ス

ペックになっているというところでございます。 

 回収した資源を太陽光パネル１ＭＷをリサイクルしたというところで推算すると、アル
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ミで 10 トン、それからガラスとして 38トン、それから銅が主ですけれども、１トンぐらい

というような資源回収ができるということを見込んでおります。ＣＯ２の削減については

約 200 トン削減できるという推算をしております。次、お願いします。 

 それから、リサイクルの課題として挙げていますけれども、このグラフは廃棄パネルの排

出量、全国の排出量が出ているグラフを参考に、それの 20％を九州の排出量として書いて

おります。あとは年度に対して青い棒グラフが弊社が受注したいなと考えている受注枚数

でございまして、足元を見ると、やはりまだまだ発生量は少ないというところでございまし

て、2029 年ぐらいまでは非常に低稼働が続く見込みでございまして、それに伴いまして、

処理費のほうも設定を高くしておりまして、弊社といたしましては高度リサイクルでちゃ

んと資源を回収できるということをＰＲしてございますが、どうしても埋め立て処理費に

比べるとコストが高いというところでちょっと苦戦している状況でございます。ここに関

しましては、高度リサイクルというところへの設備補助等、処理費への補助とか、そういっ

たところへの国の支援が望まれるところでございます。 

 そういった中で、そうはいっても量が増えてくれば、埋め立て処理費と比べても料金的に

は大きく乖離しない見通しが立っておりますので、それまでの間、高度リサイクル処理のほ

うへ誘導する主体間の情報連携というのが必要だというふうに考えております。次、お願い

します。 

 最後になりますけれども、全国展開構想といたしまして、2036 年以降は 20 万トンぐらい

発生するというような推算もございますので、それに対応するために、先ほど申し上げた高

度リサイクルプラントを九州地域でしっかりと実証して、その実証した技術とリサイクル

の仕組みを、できれば中部、それから関東のほうに展開していきたいというふうに考えてお

ります。 

 特にポイントが、ガラスが有価にならないとコストが下がらないというのがございます

ので、ガラスメーカー様の近く、あとは、弊社の親会社の拠点の活用も考えながら検討して

いきたいというふうに考えています。 

 以上になります。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。廃棄物の処理について、非常に具体的に分かってきたと

思いますし、今から廃棄物処理、非常に増えていくと思いますので、非常に参考になるプレ

ゼンだったと思います。 

 それでは、後半の３団体のご発表につきまして質疑応答の時間とさせていただきたいと

思います。前半と同じでございまして、４～５人からの委員のご質問、コメントを受けて、

プレゼンターにまた回答していただくということで質疑応答を進めていただきたいと思い

ます。 

 ご発言ご希望の方、チャットボックスに書いていただければと思います。 

 池田委員からご発言ご希望ですね。まず、お願いします。 
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○池田委員 

 池田でございます。ありがとうございます。声、聞こえますでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○池田委員 

 ありがとうございます。 

 太陽光発電協会さんからご説明いただいた資料の 50ページ、一番最後の方で、ちょっと

ご質問が協会さんというよりは、もしかしたら事務局の経産省様、農水省様になるのかもし

れないのですが、後半のところのこの数字、将来どういうところに可能性があるのかという

中での、特に耕作地、耕作放棄地と、第１回の会議でもゾーニングの話をまた出してもいた

だきましたけれども、こういったところで規模を求めて経済性があり、かつ、責任ある事業

者が遂行できて、ある程度、迷惑になることもない、所有者もはっきりしていると、ある意

味いいことが多い中で、他方、ここを使ってしまうと、エネルギー安全保障には資するが、

食料安全保障には問題が出る、こういうようなことなんだろうと思っていまして、ここら辺

は既にご議論が進んでおられるのか、ちょっとその観点で、すみません、お伺いできればと

思いました。筋が違っていたら申し訳ございません。 

○山地委員長 

 ご発言をまとめて後で回答いただきたいと思います。 

○池田委員 

 ありがとうございます。 

○山地委員長 

 では、次は、神山委員、お願いします。 

○神山委員 

 神山です。勉強させていただきました。ありがとうございました。 

 事業者さんとして、大変努力されている皆さんに対してというところですので、すみませ

ん、ちょっと方向が違ってしまうかもしれないのですが、低コストで汎用リサイクルの処理

方法の構築というのが必要だというふうに新菱さん、おっしゃっていまして、おっしゃると

おりだというふうに思っています。 

 そこで、ご質問１点なんですけれども、例えば、適正処理と再生利用に関してですが、業

界全体で標準規格化というようなことというのはできないのでしょうか。素晴らしいと、優

良事例のご報告というふうには考えておりまして、ただ、どうしても良い技術というのは、

製造特許を、例えばシュレッダーダスト化などについてもなのですが、特許化されてしまう

と、よい技術というのは、どうしてもライセンス料が高いということになってしまうと思い

ます。 

 例えば、携帯電話の技術とかですと、フランド（FRAND）宣言というような形で必須特許

の所有者というのが、ある一定の条件の下に他社にも使用を許諾するというような仕組み
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が取られています。それには、もちろん例えば国の助成というものが必要で、一定の組織が

特許の実施権というのを買い上げて、ある程度安価で全国的に展開するような仕組みとい

うのが、もしも構築できるとするならばなのですが、各地で地場産業化であったりとか、雇

用促進のような形に持っていけるのではないのかなとも考えておりまして、業界でのお考

えというのをお聞かせいただければと思います。お願いいたします。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございます。この後も発言ご希望あるんですけど、大塚委員が多分途中

で退席される予定だというので、まず、大塚委員お願いします。 

○大塚委員 

 はい、すみません、ありがとうございます。 

 太陽光発電協会さんに関して２点あるんですけれども、スライドの 15の辺りのところで、

既設発電設備に関する取り組みということで、最大のハードルだということもお書きにな

っていますが、こういうケース、例えばさっき出てきたような中学校の周りに太陽光パネル

をばっと張り巡らせているようなケース、こういうケースに関して、太陽光発電協会さんの

方で何か注意をするとか、そういうことというのは実際にはなさる可能性はあるのでしょ

うか。ちょっとそこを一つお伺いしたいと思います。 

 それから二つ目ですけれども、スライド 27 の辺りで、これは実は他のご発表者にも関係

するところですが、環境配慮設計ＤｆＥの推進というのは、実は太陽光パネルに関しても大

量に出てくるし、有害物質も入っていますので問題になると思います。日本の太陽光パネル

の製造者というのは非常に少なくなっているか、ほとんどいなくなっているかと思います

ので、外国のということになるので、輸入業者さんということになりますけれども、この環

境配慮設計との関係で、例えばパネルの大きさとかいうことも関係してくるのかもしれま

せんが、何らかのインセンティブを与えるために、拡大生産責任のようなことを考えるとい

うのは、循環型社会形成推進基本法の発想からするとあり得ると思いますが、何かそれにつ

いて考えていることがもしおありでしたらちょっと教えてください。 

 それから、松本さんですけども、これもとても面白かったんですけど、先ほどご指摘いた

だいたように、有害物質に関する、含有とか溶出に関する情報提供については、現在ＷＤＳ

でやっていますので、このガイドラインとしてのＷＤＳはやっていることにはなるわけで

すけども、今回はこれを法令にしてくれというご要請なんですよね。これはＦＩＴ法の関係

の法令にこういうのを入れてくれという、そういうご要請という、そういうふうに受け取っ

てよろしいのでしょうかというのが１点でございます。 

 先ほど申しました太陽光パネルがこれから大量に出てくることとか、有害物質が入って

いることとの関係で、拡大生産責任のことも考えるべきではないかという気もしますが、そ

れに関しても、もしコメントをいただければありがたいと思います。 

 以上です。恐れ入ります。 

○山地委員長 
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 はい、ありがとうございます。 

 この後、若井委員、それから、大関委員からご発言いただいて、そこでちょっと一区切り

でプレゼンターからご回答いただきたいと思います。 

 ということで、若井委員、お願いします。 

○若井委員 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

 私は、最初にご報告いただいた太陽光発電協会様に教えていただければと思いますが、こ

うして極めて多くの業者さんを束ねている側であるからこそ、よく見えることがあるんじ

ゃないかと思うんですけれども、途中のスライドに当面の対策提言の一つとして、将来の廃

棄に備えた準備、すなわち廃棄費用の積み立てというお話が確か出てきたかと思います。た

だ、それは当該事業者が太陽光発電施設に積極的に関わり続けていると、長期的にですね、

それが前提になっていて、数十年の間の事業者の義務の履行を保証するのは、やっぱりそれ

が前提になっているということだと思います。 

 例えば、意図的か偶発的かはいずれにしても、途中で事業者が発電を、何か無期限で休止

してしまったり、廃止ではないにしても、そういう状況とか、最悪の場合、事業者自体が廃

業、解散してしまったりとかということになると、その辺り、残された施設とか土地に対し

て、結局のところは行政とか地域住民に負担が行かざるを得なくなってしまうというふう

に考えるわけです。 

 仮に、その設備が廃棄されて、なくなってしまっても、例えば森林が失われた裸地が急斜

面として永久に残るようなことになる。場合によっては、非常に防災上、問題が起こり得る

かもしれない。特に、放棄された急斜面の下部に重要インフラがあるような場合には、やっ

ぱりなおさらだと、ということで、実態としては、ちょっとそんな厳しい認識に立つ必要が

あるかどうか分かりませんが、例えば私は法律の専門家じゃないので分かりませんけど、さ

らに保証金とか、事前デポジットみたいなものを供託するという仕組みも追加措置として

あり得るのかなと、ふと思ったりするわけです。 

 先ほどの廃棄に備えた準備の意味合いというのは、やっぱり物理的な施設の使用後の廃

棄物としての処理コスト、その実コストが主眼だと思うんですけども、永久に土地と設備が

放置されることになってしまった場合を想定した、地域にとってのある種のリスクヘッジ

と見なした場合に、何か追加的なさらなる供託みたいなことがあり得るかどうか。事前の積

み立てを多くすると、やっぱり業界としては非常に負担で大きな再エネの普及の足かせに

なるという認識もおありだと思いますので、この辺りの事業継続と、長期信用保証の観点に

ついてのお考えをもう少し詳しくお聞きできたらなというふうに思います。よろしくお願

いいします。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 では、次に、大関委員からご発言いただいて、その後、プレゼンターからご回答いただき
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たいと思います。 

 大関委員、お願いします。 

○大関委員 

 はい、ありがとうございます。私の方から皆さんに１、２点、ご説明にご質問させていた

だきます。 

 １点目、増川さんの方には、地域との共生の例があって、私も広がってほしいと思ってい

るんですが、事業面から見ると、一定程度のコストアップにつながるものもきっとあるんだ

と思うんですが、最終的には低コストで入れていくということは必要なので、地域共生との

両立のためにどの辺りがコストなのかというのと、それを緩和するにはどういった環境整

備があるといいかというところで、場所とか住民説明のサポートとか、規制緩和なのか、系

統接続なのかとか、その辺り少しコメントいただければと思います。 

 ２点目は、あるべき姿に戻すというのは、まさにそうだと思っていて、そのために重要な

プレイヤーは誰なのかというところで、全ステークホルダーだとは思うんですが、うまくい

っている事例は誰がキーになって動いているかというところ、デベロッパーかＥＰＣなの

か、全事業者なのかというところ、その辺り少しコメントいただければと思います。 

 三つ目は、安かろう悪かろうが優良事業者の競争力低下にもつながっていると思うんで

すが、どの辺りを引き締めることが優良事業者にとって最も効果的なのかというところを

少しコメントいただければと思います。 

 四つ目は、廃棄、リサイクルで、モジュール以外の架台や基礎、パワコン、受変電設備の

廃棄とかリサイクリング、リユースも含めてですが、将来の量とか、廃棄方法の課題などが

あるか、そういった検討があれば教えていただければと思います。 

 次に、資料５の松本さんの方に関して、ＷＤＳの例が非常に重要だと思うんですけども、

モジュールメーカーによっては、ＷＤＳ自体を公開しているところと、場合によっては、先

ほどあったＪＰＥＡさんのガイドラインの表示のみでやっているメーカーさんと分かれて

いるんだと思うんですが、今のご存じの事例の中でＷＤＳを、排出事業者がつくるに当たっ

て、モジュールメーカーの情報提供が現在十分であるかどうかというところを少しコメン

トをいただければと思います。 

 最後に、新菱さんのところでは、できるだけガラスに戻すというのは非常に重要で、太陽

光発電というようなシステムの中のマテリアルリサイクルは理想ではあるものの、技術開

発は海外も含めていろいろ行われているんですが、一定程度捨てられないという制約がな

いとコスト的には結構厳しいんだろうなと思っていてます。当面はガラスリサイクル商品

の出口をどうするかが課題とは思っているところです。その意味では、将来的な中長期で太

陽電池のリサイクルからでるガラス製品等のリサイクル品の需要に関してどのように見通

しを考えているかというのを教えていただければと思います。 

 最後に、アンチモンに関する懸念が幾つか記載されていると思うんですが、現状は除去で

きる方法がないというふうな認識でいいかというところと、先ほどの環境配慮設計にもつ
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ながると思いますが、出口の用途としてグラスウールとか路盤材に入っているようなアン

チモンについて、現状、明確な基準はないようには理解していますけども、どのように御社

として捉えているかコメントいただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 では、ここで一区切りを付けまして、プレゼンテーションの順番でご回答いただきたいと

思います。 

 まずは、ＪＰＥＡ、増川さん、お願いします。 

○増川（一般社団法人 太陽光発電協会） 

 はい、太陽光発電協会増川です。音声大丈夫でしょうか。 

○山地委員長 

 はい、大丈夫です。お願いします。 

○増川（一般社団法人 太陽光発電協会） 

 幾つかご質問いただきましたけども、まず、池田委員からの 50 ページのところでしたか、

エネルギー安全保障と食料安全保障の関係をどう考えるかというところですけども、ここ

に示しました、例えば 2030 年の想定導入量の耕作地、耕作放棄地にしても、全体の農地か

らするとほんの一部でございまして、私どもの認識としては、食料の安全保障に大きな影響

を与えるというものではないんだろうなというふうに想定しています。 

 あと、耕作地の方は、ソーラーシェアリングというものを想定していますし、耕作放棄地

というのも、そもそも作物が作られていないので、そこを活用するということなので、食料

の上昇と特にバッティングしないような方法でできるんじゃないかなというふうに考えて

おります。 

 それから、神山委員から特許の話だったと思うんですけれども、すみません、私、ちょっ

と中間処理事業者とか廃棄物処理の事業者がほとんどがおりませんで、ちょっとわれわれ

としてお答えすべきじゃないと思いますので、ほかの方からお答えいただければなと思い

ました。 

 それから、大塚委員から 15ページのところで、既設の設備に関してなかなか改善が難し

いんじゃないかということを、少しハードルがあるというのをここで記載させていただき

ましたけれども、私どもは単なるというか、業界の団体でしかないので、何らかの強制力を

もって事業者に呼び掛けるとかというのはできないという立場なので、われわれとしては、

そういう望ましい行為とか、いや、望ましくない行為などを啓発的に呼び掛けていくことが

われわれとしてできることかなというふうに思いました。 

 それから、大塚様から 27 ページのところの質問だったと思いますけれども、環境配慮設

計が重要だということで、それをちゃんとやった事業者に何かインセンティブがあったら

いいんじゃないかと、まさに私ども、何かそういうことがもしあればぜひ、ちょっと制度的
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にどういうことができるかというのは分かりませんけれども、いいことかなと思います。 

 私どもとしては、資料の 24ページにもお示ししておりますけれども、アセスメントガイ

ドラインの、環境配慮設計に関してもガイドライン等をつくっておりまして、それを今後も

必要に応じて見直しも必要でしょうけども、環境配慮設計というのはメーカーにとっては

きちっと対応していかなきゃいけないというふうな認識でおります。 

 続きまして、若井委員でしたか、ご質問で、廃棄費用の積み立てに関して、事業者が発電

を止めてしまったりした場合はどうするんだというご質問だったと思いますけれども、お

るとおり、非常にそこは大きな課題だというふうに認識しておりまして、例えばですけど、

私どもの太陽光発電協会でその積み立て費用に関する保険のようなものも、団体保険のよ

うな形でありますので、そういうものに入っていただくとか、あと、国の方の外部積み立て

の方であれば、例えば 20 年間の、私の理解として 20 年買い取り期間が終わった後もちゃ

んと廃棄されるまでに、その積み立てた費用が保全されるので、何かあったときはそれがそ

の設備に使われるものじゃないかなというふうに理解しております。 

 それから、大関委員からの、そういう地域との共生、それからいろんな廃棄方法も含めて、

ちゃんと対応しようと思ったら非常にコストがかかるよねと、それで実際に今コスト低減

を進めなきゃいけない、それをどういうふうにやっていくんだというご質問だったと思い

ますけれども、本当にそれは私どもとしても大変難しい課題だというふうに認識しており

ます。ただ、必然的に大規模な森林を開発したりとか、盛土、切土のような非常に大規模な

土木工事を伴うというのは、そもそも採算が取れないので、ほとんど土地の改変を行えない

ような、あるいは、大規模な開発を伴わないような、そういうできれば事業設備の、屋根置

きかもしれませんけども、そういう開発費のかからないものを探してやるというのがまず

一番かなと思います。いずれにしても、地域住民の方にちゃんと説明するとかというのは、

これはコストをかけてもちゃんとやらなきゃいけないことなので、それはプロジェクトの

コストにちゃんと見込んでおくべきというふうに思います。 

 それから、あるべき姿に戻すべきだと、地域との共生に関してということで、その中でど

ういう、誰がキープレイヤーというか、リードしていくべきかというご質問だったかと思い

ますけれども、やはり基本はもちろん開発事業者だったり、それは当然するんですけれども、

やはり最終的にちゃんと発電事業者が自分たちの責任として、ちゃんと開発から設備廃棄

までしっかりと対応していくという、そういう発電事業者としての責務、役割というのをち

ゃんと認識していくべきかなということで、そういう意味では、キープレイヤーというのは

発電事業者になるんじゃないかなというふうに、もちろん開発事業者にしても、それをちゃ

んと認識した上でやるというのは当然のことかと思います。 

 それから、いろいろな事業規律なり、地域との共生を進める上で、効果的な方法、何か最

も効果的な方法は何かというご質問あったかと思うんですけれども、これも難しいことな

んですが、強制力という観点で言えば、今、現行のＦＩＴ法では、ＦＩＴ法以外の法令を順

守しなきゃいけないと、順守していない場合は、場合によっては認定を取り消すということ
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になっていますので、それは非常に事業者にとっては大きな牽制になるので、一つとして、

認定取り消しというのは本当はその前にちゃんと改善してやるというのが一番大事ではあ

るんですけれども、それが一つの制度的には効果的な方法かなというふうに思います。 

 排出量につきましては、すみません、ちょっと今手元に資料がないので、太陽光発電協会

でも、例えばモジュールを、太陽電池パネルを 25年から 35年とか、いろんなどれだけ長期

間使って排出したら、どのぐらいになるかなというのはちょっと見通し立てていたと思い

ます。それはまた別途事務局を通じてご報告させていただければと思います。 

 以上が私どもへの質問だったと思いますけど、何か抜けているところありますでしょう

か。 

○山地委員長 

 よろしいですかね、委員の皆さん。特にご発言ご希望がなければ、次は、全国産業資源循

環連合会の松本さんお願いいたします。 

○松本（公益社団法人 全国産業資源循環連合会） 

 よろしくお願いします。 

 まずは、大塚様からいただきましたガイドラインの法令化に入れるかということで、われ

われ廃棄物を扱い者としては、やはり最終処分というのは最後まで維持管理をしていかな

いかん。ただ、最終処分は、最終廃棄物が埋まって、最終覆土をして終わりではございませ

んので、管理型は特に水処理が環境基準を満たすまでということで維持管理をしないかん

ということになりますので、このＷＤＳに関しましては、必須事項であるということです。

われわれは認識をしてございます。やはり、廃棄物がどのような工程から出てきたかという

ところをしっかり認識しないと、維持管理をしていくにも非常にコストがかかりますので、

そういうようなことの観点を含めますと、やはり法令化というのは基本いいのかなという

ふうに感じてはございます。 

 今回の資料は、ＷＤＳの表面だけを記載させていただきました。ちょっと資料が大きくな

りますので表示できないのですが、その以降に、国産であればいろんなところの細かいデー

タまでしっかりと記載をしていただいてございますので、そこら辺は法令化をすると、必ず

この記載事項に沿って排出をしていただくということになりますので、いい提案ではない

かなというふうには私は感じてございます。 

 次に、大関様からいただきました、メーカーが国産であればほぼほぼ資料というのは残っ

てございます。外国産になりますと、窓口が商社になりますので、商社さんがどこまでその

資料を持っておられるかというところではございます。何もなく全然分かりませんでは、わ

れわれはお受けさせていただくことが非常に難しいだろうというふうには感じてございま

す。まずは、製造年月日、それとどこのものでつくったのか、施設、日本の企業であるのか、

外国資本の企業であるのか、そういうようなところを明記していただかないと、非常に難し

い部分があるかなというふうに思ってございます。 

 やはり、これは、商社さんは、製品として販売されていますので、メーカーとしては製造
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責任の観点から、そういうような情報は常に発信するということにつながっていければ、適

正処理に向けてしっかりと進むのではないかというふうには考えてございます。 

 やはりリサイクルが進むのが一番よろしいかというふうに思うんですけれども、最終処

分を捨ててはいけないという部分については、やはり情報というのは必須であるというこ

とを私は思ってございますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 では、続きまして、新菱の守谷さん、お願いします。 

○守谷（株式会社 新菱） 

 はい、新菱の守谷です。 

 そうしましたら、まず、神山様から、あと、弊社宛てではなかったとは思うんですけども、

高度リサイクルシステムをつくってございまして、それで特許のお話があったと思うんで

すけども、弊社といたしましては、国の事業をさせていただきながら技術開発を行っている

というのもございますし、あと、全国展開のところもお話しさせていただいたんですけれど

も、そういった中で、弊社１社で全国展開というのはなかなか難しいのかなという思いもご

ざいまして、お話のあったような形で技術を出させていただいて、ライセンスで一緒にやっ

てくださる業者様がいれば非常にありがたいというふうには考えておりますので、そうい

った中で、国の支援等でそういったうちの技術が広まっていけば非常にありがたいかなと

いうことは考えておりますので、ぜひそういったご検討をいただければありがたいと思っ

ております。 

 それから、あと、ＷＤＳのお話は、弊社も既に産業廃棄物として受け入れていますので、

あまり明確な記載がないというところで、あと、リサイクルする観点から申し上げますと、

やはり有害物質等は含有量を明記していただけますと、非常に後々の処理、それからあと分

析等でかかるようなコストが削減できますので、それに関しましては、非常にＷＤＳへの有

害物質の記載というのは進めていただければありがたいと思っております。 

 あと、リサイクルして有価として販売できる、銀とか銅ですね、こういったものが太陽光

パネルの製造技術が進む中で、含有量が減っているということも聞いておりますので、そう

いったところも情報提供していただければ、リサイクルコストをどこまで下げないといけ

ないかとかの目安にはなってきますので、そういう情報はぜひメーカーさんに開示してい

ただくようなことを進めていただければありがたいと思っております。 

 それから、最後、マテリアルリサイクルについてですけども、まずガラスですけども、弊

社は先ほどお示ししたように、8 ページをお願いします。ここで書いてございますように、

まず、グラスウールというところで、昨年、技術開発して、それから実際にグラスウールメ

ーカーさんの炉で試作をいただいて、アンチモンの影響とかというところも検討しており

ます。 
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それから、100％ＰＶガラスでアンチモンが３％ぐらい入ったガラスでグラスウールを製造

いたしまして、それを埋め立ての溶出基準というところで溶出テストを行って、従来のグラ

スウールとほぼ差がないという結果が得られていますので、アンチモンに関しましては、現

状は基準はないんですけども、そういったところで懸念があるところに関しては検討をし

て問題がない。あとは、グラスウールメーカーさんについては、そういったアンチモン、製

造面では問題ない、製品の品質に関しても問題ないというところは確認しております。 

 あと、量のお話なんですけども、グラスウールメーカー様だけだと、これから発生してく

る 20 万トンとか 30 万トンのピークに関しましては、需要先としては全然足りないという

ふうに考えておりまして、やはり板ガラスメーカーの方に持っていかないといけないとい

うところを考えておりまして、今回、環境省の実証事業でガラスカレットの品位を板ガラス

メーカーさんの方で使っていただけるぐらいまでの異物がない状態まで持っていっていま

す。というところで、今後の取り組みといたしましては、板ガラスメーカーに使っていただ

けるようなガラスカレットをしっかりと作り込んでいくというのをメーカーさんと一緒に

やっていければということを考えております。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 では、質疑応答の後半に移りたいと思います。 

 柚木委員、松本委員、髙村委員、五味委員、丹生谷委員、この順番でご発言いただきたい

と思います。 

 では、まず柚木委員、お願いします。 

○柚木委員 

 はい、ありがとうございます。 

 私の方からは、太陽光発電協会の増川さんの方に２点ご質問と、それから、あと１点につ

きましては、全国産業資源循環連合会の松本さんの方にお願いをしたいと思います。 

 増川さんの方には、21ページのところで資料にもあるんですけど、20年で稼働終了する

場合に比較してということで、30 年稼働の継続というようなことで書かれているんですけ

ど、事業者の方が 20 年たった後の発電量を含めて、採算性の面からこういうことをやると

いうことでよろしいのかどうか。その辺が計算上はというふうに書かれているんですけど、

この辺の可能性はかなり、20 年たっても、そんなに発電能力は落ちないんだよというよう

なことなのかどうか、そこを少し教えていただければありがたいんですが。 

 それから、もう一つ、15 ページのところで、ＦＩＴの改正法の前に設置された施設が大

変たくさんあるわけでありますけど、それに対して協会さんの方で地域共創エネルギー推

進委員会ということを立ち上げて、稼働済みの案件の自主保安とか、施工不良の是正等を行

っていらっしゃるわけでありますけど、協会の会員の皆さんに対しては一定の効果はある

と思うんですけど、それ以外の方なんかに対してこれは国とか地方自治体としては、こうい

うことをもう少しやるべきではないかというようなことのご意見等がもしあれば教えてい
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ただければというふうに思っております。 

 それから、松本さんの方でございますけど、３ページのところで、排出元としては 10ｋ

Ｗ以上というふうな表現で、一定の規模以上のところについては依頼を受けてということ

なんでございますけど、現状、かなりここに書かれている一般家庭なりを含めて、小規模な

施設もかなりパネルもあるというふうに思うんですけど、そういうものの廃棄に当たって

のルートというか仕組みとして、全国的などういうふうな仕組みで効率的に対応をしてい

くかについて、今後そういうものがどんどん廃棄されてくれば、そこら辺のことも考える必

要があるんではないかと思うんですけど、その点について何かお考えがあれば教えていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 そうすると、次、松本委員ですね。お願いします。 

○松本委員 

 はい、プレゼンターの皆様方、ご説明いただきまして大変ありがとうございました。 

 私からは、全国産業資源循環連合会の松本様と、そして、新菱様の守谷様にそれぞれ１点

ずつ質問と、そして、最後に事務局に２点要望がございます。 

 まず、松本様への質問ですが、スライドの４ページです。現状の太陽電池モジュール廃棄

の受け入れ状況について、製品として使用される予定がなくなって廃棄されるものと書か

れていますが、これは目視検査でまだリユースの可能性はあるんだけれども、最終処分する

ということでしょうか。リユースの可能性があれば、そうした業者に回すことも可能ではな

いかと思いますが、現状どのように対応されているのか教えてください。 

 続きまして、新菱の守谷様にお伺いいたします。スライドの２ページと、10 ページに、

太陽光パネルリサイクルなど事業内容が記載されており、御社の社員数は 1,200 人ですが、

このうち太陽光パネルリサイクルには何人が従事されていらっしゃるのでしょうか。また

10 ページの全国展開をしていく上で、先ほどお答えの中で技術を出してライセンスでその

地域の企業と一緒にやるとおっしゃっていましたが、全国展開する上で従業員を増やす方

向ではなくて、ライセンスで、そのエリアの事業者とやっていくという方向でしょうか。 

 それから、事務局に２点要望があります。今後の再エネ主力電源化を進める上では、太陽

光発電以外の他の電源の事業者についてもヒアリングの機会をいただいて、議論を深める

ことが大事ではないかと思いますので、ご検討ください。 

 もう１点は、立地トラブルの生の声をこれまでカバーし切れていないエリアについても、

委員として伺う機会を本体会合以外につくっていただけないでしょうか。再エネ設備の立

地を巡ってトラブルが起きている事例について、地域の方々などのお話を伺えればと思っ

ています。公開形式では難しい面があるのではないかと思いますので、本体会合以外でと提

案させていただきます。 



 45

 以上です。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 続きまして、髙村委員、お願いします。 

○髙村委員 

 はい、ありがとうございます。ご報告いただいた皆様、どうもありがとうございました。 

 私、全体を通して一つコメントと、一つ、これは事務局かもしれませんけれども、お尋ね

があります。 

 まず、これは増川さんの資料の４のスライド 27に全体像を見せていただいていますけれ

ども、やはりそれぞれの主体が取り組みを進めることが最終的には連携して取り組みを進

めることが太陽光パネル、太陽光モジュールの適正な廃棄リサイクルにつながるというこ

とかと思います。発電事業者にできるだけ長く使ってもらうとか、再利用とか、これはコス

ト低減の観点からも有効だと思いますし、当然、今日ご報告いただいたような処理事業者、

あるいはリサイクル事業者の皆さん、それから地方自治体、そして国がどういうふうにこう

いう仕組みをつくっていくかということかと思います。 

 いずれのご報告でも 2011 年に始まったＦＩＴの買い取り期間が終わる 30 年超のところ

で、廃棄物がそれ以降大量に発生し得るということもご指摘になっていたと思っていまし

て、やはりこうした制度を連携してつくっていくのは時間がかかる作業だと思いますので、

こうした連携、それから必要な制度構築を早急に検討をお願いをしたいというふうに思い

ます。 

 ２点目は事務局ではないかというふうに思うんですけれども、本日、お話を伺って、リサ

イクル、それから適正処分に取り組んでいらっしゃる事業者さんのお話を聞いて、要は、廃

棄物として発生をしたものが、しっかりこういう事業者の方に適切に手渡される、この流れ

が非常に重要だというふうに思っております。 

 そこで、これは環境省なのか、あるいはエネ庁さんなのか、あれなんですけれども、現時

点でどれくらい太陽光発電設備関係の廃棄物が発生をしていて、その発生からのマテリア

ルフロー、ボリュームは、どういうルートでどう処理、リサイクルされていて、その量がど

うなっているかということを把握ができているか、あるいは把握をする仕組みがあるのか

という点についてお尋ねです。現時点では、災害地の廃棄というのが多いという話でしたの

で、簡単ではないのかもしれないんですけれども、やはりどこに課題があるかを把握をする

上では、このところが非常に重要だというふうに思っていまして、すみません、これは環境

省さんなのか、あるいは、ＦＩＴ認定分については廃棄費用の支払いの関係でひょっとした

らデータが一定あるのかもしれないと思って、事務局の方にお尋ねする案件かなと思って

お尋ねをいたします。 

 以上です。 

○山地委員長 
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 はい、どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、五味委員、お願いします。 

○五味委員 

 はい、ありがとうございます。それぞれの方にご質問がございます。 

 まず、太陽光発電協会様には、このグッドプラクティスは非常に私も重要かなと思ってお

ります。太陽光発電協会さんは、こういうグッドプラクティスを集めるいろんな事業体さん

があると思いますので、こういったグッドプラクティスをどのように集めているのかとい

うことと、あと、グッドプラクティスではなくバッドプラクティスというか、なかなかこれ

は表に出てこないところでありますけれども、そういったところも情報を集めていらっし

ゃるのかということ。 

 あと、グッドプラクティスの中では、やはり地域とのコミュニケーションとかという面も

もちろん大きいかと思いますけれども、かなり個別の、例えばその後、資料の方では参考資

料の方に付けていただいているような個別のプラクティスというか、そういったところが

非常にどういうふうに、かなり細かいところもあると思うんですけれども、そういったとこ

ろをいかに体系的に集めていくのかというのは大事かと思うので、その部分を今後も含め

て、収集するご予定があって、またそれを何らかの形で公開するというところも考えておら

れるのかというところをお聞きしたいなと思います。 

 もう一つは、松本（明）様になんですけども、全国産業資源循環連合会の松本様で、なか

なか最後のスライドのところで、処理費用等に関する実態、これは非常に難しいところでは

あると思うんですけども、やはり廃棄処理のこういったもの、なかなか単価が出ないという

ところであると、ビジネスとして採算性として成り立たせていくというところが非常に難

しいという状況で、そういった中で、事業者として事業を続けているというところでは、や

はり先ほどから出ているような、例えば積立金の幾つかをこの費用に回していくというよ

うな形を取らざるを得ない、また、そういったことをやっていくことによって事業者さんの

採算性、または、新規事業の参入というのが考えられるのかというお話がもし何かあればよ

ろしくお願いします。 

 もう一つは、新菱の守谷様になんですけども、これも少しちょっと関連するところなんで

すが、先ほど髙村先生もおっしゃっていました、いかにパネルをやはりこういった事業者さ

んにお渡しするのかと、私も非常に重要だなと思っております。その中で、全国展開をされ

ていくというご予定をされているんですけれども、やはりこういったパネルの処理を行う

工場からの距離、それに対してどこまでの距離だったら採算性が合うのか、山間部のパネル

までを対象にして、そこへ運搬する費用まで含めて事業として成り立っていくのかという

ようなところ、そういったところについて少しご意見があればお聞かせいただければと思

います。ありがとうございます。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございます。 
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 それでは、丹生谷委員、お願いいたします。 

○丹生谷委員 

 はい、よろしくお願いいたします。 

 太陽光発電協会様へのご質問なんですけれども、一つは、29 ページ以下のところで、グ

ッドプラクティス事例とか、他に地域への利益還元の例というものを出していただいてい

て大変参考になると思うのですけれども、割と規模の大きな太陽光発電であればできるこ

とというのは非常にあると思うんですけれども、小規模のものが今どんどん増えていくと

いう状況のときに、できること、使える、収益もそもそもそんなに大きくないというところ

を踏まえてという話になってくるので、そういった小規模のもので地域への還元というこ

とで、何かいいアイデアとかいい例とかいうことがありましたら教えていただきたいとい

うのが１点でございます。 

 それから、２点目は、例えば 31 ページに住民説明会について書いてありますけれども、

先ほど、那須塩原市様の方でも住民説明会で、要は、事業者と地元の住民との直接の対話は

大変効果的であって、トラブルを未然に回避できるというレポートがありました。確かに、

そのとおりだと思いまして、これはただ、住民説明会というのは、今のところ開発の許可の

段階で事前に説明会をして、コミュニケーションをして、漠然とした不安であるとか、そう

いったようなものを解決していくというようなものが非常に大きい、計画に参加していく

というようなところが大きいのかなと思いますけれども、施工が終わって稼働が開始した

後になってというのも、その稼働開始後のまた新たなトラブルというものがあることはあ

るわけなのですけれども、そういったようなものについても事業者様と住民の方で何かの

コミュニケーションの機会というのがあるといいのかなというふうにも思うんです。実際

にそういったようなことを稼働後もコミュニケーションを地域の方と取る、または、何か対

話の機会を設けるというような工夫をしていらっしゃる例があれば教えていただきたいと

思います。 

 それから、三つ目、最後なのですけれども、18 ページのところに自主的な調査をしてい

ますということで、安全面の調査をしているということが書かれています。ここで拝見しま

すと、例えば土木の懸念があったり、それから、架台の強度の懸念があったりというものが

それぞれ７％とか３％とか出てきています。これを非常に大事なことですし、とても貴重な

調査だなというふうに思うのですけれども、これはどのような形で調査をされているのか、

どういうふうにピックアップをして、また、事業者さんの方に同意を取ってされているのか、

どの程度の調査というものをされているのか、網羅的にされている、毎年されているとか、

その辺の内容を教えていただけたらというのと、あと、こういったところで土木の懸念とか、

架台強度の懸念が出てきているものというものが、これはもともとの施工方法に問題があ

るようなものなのか、それとも、時間の経過によって何か出てきてしまっているようなもの

なのか、ケースバイケースでいろいろあるかもしれないんですけれども、その辺の具体的な

内容についてもちょっと分かれば教えていただければと思います。 
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○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、一通りご発言がありましたので、まずプレゼンターからのご回答をお願いした

いと思います。事務局に対してもちょっとご質問というかコメントもありましたので、この

後で事務局に対しても対応をお願いしたいと思います。 

 では、まずＪＰＥＡ増川さん、お願いします。 

○増川（一般社団法人 太陽光発電協会） 

 はい、太陽光発電協会増川です。音声大丈夫でしょうか。 

○山地委員長 

 ちょっと声が小さいけど、大丈夫です。 

○増川（一般社団法人 太陽光発電協会） 

 まず、柚木委員からのご質問で、21 ページでしたか、稼働期間が 20 年から 30 年という

ふうに延ばすと、必然的に廃棄バネルの排出は減るということを説明したわけですけども、

本当に 20 年以上稼働することが採算性があるのかどうかというご質問だったかと思います

けども、基本は十分あるというふうに認識しております。 

 まず、太陽電池モジュールのほとんどのメーカーは、例えば 20 年、あるいは場合によっ

ては 25 年とか、30年とか、30 年とかはあれですけれども、モジュールの性能保証をしてお

りまして、例えば 20年たって 10％以上出力が落ちたら、そういうこともありまして、基本

的には 20年以上モジュールは、全部とは言いませんけれども使えるだろうというふうに認

識しております。 

 20 年経過すれば、発電設備の減価償却は終わっているでしょうし、これは燃料代のかか

らない太陽光の一番の強みの一つでありますけども、維持管理費、場合によってはパワーコ

ンディショナーのリプレースとかある、そういう費用は必要ですけども、比較的安い単価で

発電が可能ですので、非常にコスト競争力も、新規で新たに発電所を造るよりはコスト競争

力はあるというふうに認識しておりますので、そのためにちゃんと維持管理しっかりしな

きゃいけないというのは大前提でありますけども、20 年以上稼働することは、採算性の面

でもプラスになるというふうに認識しております。 

 それから、もう一つ、柚木委員からの質問で 16ページのところでしたか、私どもの 16 ペ

ージに紹介してありますけども、地域共創エネルギー推進委員会というのを設置して、今い

ろんな取り組みをやっているということですけれども、これはもともと、もちろんわれわれ

会員もそうですけども、会員以外の方々にたくさん事業者さんいらっしゃるので、実際にど

うやってそういう人たちに対応していくかというのは、大きな課題ではあるんですけれど

も、できる限り全国のいろんな事業者さん、会員以外の方々にもこれまでの取り組みが何と

かできないかなということで今検討しております。もちろん、そのためには国、自治体、い

ろんな事業者さんと勉強しながらやらなきゃいけないというふうに考えております。 

 それから、もう一つは、五味先生からのご指摘、ご質問ございましたけれども、われわれ
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が例示させていただきましたグッドプラクティス、これをどうやって集めているかという

ことですけども、これは基本的には私どもの会員企業でちゃんとやっている事業者がほと

んどなわけですけれども、お願いして、そういうグッドプラクティスの事例を出してくださ

いというふうにいろいろお願いして何とか出してもらっているというのが実態でございま

す。 

 これは、バッドプラクティスというのは、なかなか集めにくいので、今、体系的に何か集

めているというわけではないんですけれども、何か失敗事例みたいなものも何らかの形で

集めるのは、もしかして非常にここの取り組みに役に立つかなと思ったので、検討したいと

思います。 

 それから、もう一つ、体系的にグッドプラクティスも含めて集めて分析もすればいいとい

うのはごもっともなご指摘でございます。今のところ、お願いベースで会員の皆さんから集

めているという状況なわけですけども、何らかの形で体系的に集めるようなことも考えて

やっていければなと、もちろんその場合は、国や自治体さんにも何かご協力いただかなきゃ

いけないこともあるかもしれませんけれども、ぜひもっとたくさん集めて体系的に何か皆

さんに参考になるようなものを考えております。ありがとうございます。 

 それから、丹生谷委員からのご質問でございますけれども、こういうグッドプラクティス

のような良い事例というのは大規模であれば比較的やりやすいだろうけども、小規模の設

備の場合というのは難しいんじゃないかと、どうやってやればいいのかなと、そういうご質

問だったかと思います。ご指摘のとおりで、私どもが集めているグッドプラクティスのほと

んどが高圧、あるいは大きな案件で、資金的にもある程度余裕があるので、いろいろできて

いるというのも事実だと思います。こういったグッドプラクティス、どこまで小規模の案件

にまで広げていけるかというのは大きな課題なので、ぜひそれは私どもしっかりやってい

かなきゃいけないということで、ただ、グッドプラクティス以前の問題で、小規模のほう、

バッドプラクティスみたいなものがあるので、それをまず何とか改善していくということ

をわれわれとしては何とかやっていかなきゃいけないというのは、先ほどの推進委員会を

ご紹介させていただきましたけど、そういうものを通じてやっていければなというふうに

思っております。 

 それから、31 ページの住民説明会が非常に重要で、それによってトラブル等を未然に防

げているんじゃないかということで、まさにおっしゃるとおりだというふうに思っており

ます。 

 実際に稼働開始後、何かトラブルがあったときに、住民とどういうふうに説明会とかやっ

ているんだという、何かそういう事例はありますかというご質問だったかと思いますけれ

ども、これはすごく大きな設備のケースなので、一般的な事例かというのは分かりにくいん

ですけれども、場合によっては発電所の近くに事務所を設置して、住民の方にそこにずっと

いてもらって、場合によっては常駐してもらって、何か、例えば濁水が出てきそうだとかと

いうことがあれば、すぐ、もちろんその事業者にも連絡し、住民の方々にちゃんと適切に説
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明して、こういうふうに対応しますとかというのはちゃんとコミュニケーションを取るよ

うな、そういう事例もございますので、比較的大きな設備であればそういった形で、何か起

こったときにすぐ対応し、それをちゃんと住民の方々とコミュニケーションを取るという

ことも事例としてはあります。 

 続きまして、18 ページのところで、私どもが行っている自主的な検査でございますけれ

ども、これはどうやってやっているかということで、これは実は、基本はわれわれの会員様

の発電設備を調べたわけではなくて、その発電設備の設置場所等はエネ庁のホームページ

でも公開されていますので、そういう比較的発電所が集まっているような地域をピックア

ップして、そこに私どもの技術者がそこに行って、これは目視で発電所の中に入らずに外か

ら目視で全部点検したものです。ですので、外から見える範囲でのことしか分からないです

けども、それでも土木工事がちょっとちゃんとできていないんじゃないかなとか、そういう

工事自体の問題もありますし、それから、例えば雨水によって、豪雨によっていろんな洗掘

されて、何か危ない、建設当時は大丈夫だったけど、後からちょっと危ないような状況にな

っているというのもいろんな事例がございますけども、これは基本、私どもが自前の技術者

を派遣して外から見ているというものです。今ここに件数もたくさんまだできていないん

ですけれども、実際にいろんな改善等を進めるにしても実態を把握しなきゃいけないとい

うことで、こういう取り組みをやっていまして、これはもちろん私どもの費用でやっている

ので、なかなか限りがありますけれども、可能な限り継続しつつ、場合によっては自治体さ

んとか国の方のいろんなサポートもいただきながら、こういうことも少しやっていくのは

重要かなというふうに思っています。 

 以上ですけども、よろしいでしょうか。 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございます。 

 会議の予定時間をちょうど今過ぎたところなので、このご対応をお願いしたいと思って

おります。できるだけ簡潔にお願いしたいと思います。 

 それでは、全国産業資源循環連合会松本さん、お願いいたします。 

○松本（公益社団法人 全国産業資源循環連合会） 

 はい、よろしくお願いします。 

 それでは、柚木様からありました 10ｋＷ以上ということは、発電事業者になりますので、

そちらからの受け入れは受け入れることはできます。ただ、一般家庭は自ら下ろすことはな

いと思うのですが、自ら下ろすと、これは一般廃棄物になりますので、少し状態が変わって

まいりますので解体業者を通じて下ろしていただく。それと、解体業者様には、やはり太陽

光モジュールを適切に撤去していただくというところを、やっぱりしっかりそこをレクチ

ャーしていかないと、ただ単に下ろして、その場でガラスが割れているとか、モジュールが

外れてしまったとかというのではなくて、きっちりとした解体の手順というのを踏んでい

ただければ問題ないかなという様に考えてはございます。 
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 なかなか一般の家庭から出てくるという事例というのは、今のところ全然私どものとこ

ろにはございませんので、今後、発生するのはもっと後からというふうには考えてございま

すので、その時点でいろいろと考案できればなというふうに思ってございます。 

 次、幾つかあったので、ちょっと飛んでしまうかも分かりませんが、五味様から、処分費

用についてという形がありましたけれども、われわれ、管理型の最終処分でしか扱うことが

できない案件でもあります。全国でも管理型最終処分場は、非常に多くはない。管理型では

ございますので、必ず水処理を通過して、適正に処理をして放流をしなきゃいけないという

ふうなこともありますので、ランニングコスト的にも非常に長く時間もかかりますし、廃止

というところまでもっていくと、いわゆる最終処分受け入れが終わってから廃止までの間

というのが、ここは廃棄物の受けた品目によっても異なりますので、何年で廃止できるかと

いうのは、おおよそでしか分からないのですね。その間は収益がありませんので、非常にそ

れに対する処理費がかさんでまいります。ですから、それを鑑みて、全体の処理費というの

をはじき出させていただいて処理をするという方向にもってございますので、太陽モジュ

ールの今積み立て等々がありますので、そういうふうなところから算出していただければ

いいのかなというふうに考えてございます。できれば、リサイクルという方向に進んでいけ

ば、限りある最終処分でございますので、そこに埋め立てるということはなるべく避けさせ

ていただければなというふうには考えてございます。 

 あとは、適正処理というふうな形に、各われわれ処分業者は、それに向けて日々努力をし

てございますので、そこら辺で排出事業者とわれわれとの間の契約というふうな形になり

ますので、お互いに契約をできれば費用対効果というのは表れてくるのかなというふうに

は考えてございます。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、新菱の守谷さん、お願いします。 

○守谷（株式会社 新菱） 

 新菱の守谷です。弊社への質問ではなかったんですけど、このページで、小口の回収のと

ころで、左下のところにスマート回収システムというようなことが書いてございますけど

も、これは小口の回収を効率的にやるということで、福岡県リサイクル総合研究事業化セン

ター様と一緒になって３年間取り組んだ事業がございます。これは施工業者様が取り替え

たパネルとか、住宅から取り外したパネルを施工業者様の廃棄物として処理するというケ

ースでございまして、それが何十枚かたまったらクラウド上に上がった情報を持って収集

運搬業者がぐるっと回って取ってくるという形で収集運搬のコストを下げようとか、効率

を上げようという取り組みをやっております。こういったところは、福岡県から全国に展開

していこうということで今取り組んでいる最中でございますので、ご紹介させていただき

たいと思います。 
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 それから、従業員の数が 1,200 名というところの中で、サーキュラーエコノミー事業部門

で約 200 名ぐらいで、３Ｒの事業をやっております。その中で、太陽光パネルのリサイクル

に関しましては、技術開発、それから営業、それから製造、そういったところを併せまして

約 30名ぐらいで組んでいるところでございます。 

 それから、全国展開の中で、地域の業者様とコラボしながらやっていくというのを、一緒

にやっていきたいというのもございますし、それから、あと、弊社の親会社の空いた敷地等

を活用してというところで出ていく。 

いずれにしても、地域の方とご一緒になって、雇用促進というようなところも貢献できれば

ということは考えております。 

 あと、距離のお話ですね。収集運搬に関しましては、基本的には排出元様が収集運搬業者

と契約して、運賃負担なされるので、リサイクルをやっている中間処理業者は処分費を頂く

という形になりますので、どちらかというと、収集運搬されている方たちの中での排出元と

のお話になるんですけども、距離的な制約と、やっぱりそんなに長い距離を運ぶと、それだ

け運賃負担が大きくなりますので、ある程度の距離の範囲の中で工場が必要と、先ほど申し

上げたように、リサイクルの観点と、あとは、ソーラー発電所が多く設置されている地域の

中で何カ所か、収集運搬も含めて、適正な工場というのを、距離間と工場の数というのが出

てくるのかと思います。そこら辺については、これからの検討課題ではないかと考えており

ます。 

 弊社への質問はこれだけだったと思います。以上になります。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 事務局に対するご要望というかコメントもありましたので、事務局、ご対応いただけます

か。 

○経産省 

 はい、事務局でございます。 

 まず、現状の廃棄の量をどれぐらい把握しているのか、把握できているのかといったご質

問がございました。こちらの観点に関しましては、ＦＩＴ法において支援が終了する際、廃

止届というのを出していただくんですが、そちらの方に廃棄物処理法のマニフェスト、もし

くはリユースの契約書を添付することを求めております。こちらは、環境省様他とも連携し

まして、こういった発電利用後の対応処理方法を明確にするという趣旨でやっております

が、今後、この廃止届に関する情報というのは関係省に共有しながら、どのような対策を打

っていけるか、対策に生かしていけるかといったことを追っていきたいなというふうに思

っております。 

 もう１点、松本先生の方から、事業者、太陽光に限らず様々な事業者へのヒアリング、あ

るいは、地域のトラブルなんかが起こった際の住民の方のお声だとかというものをどれぐ

らい拾えるかといったところは、われわれの方でも検討させていただければなというふう
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に思います。 

 以上になります。 

 

３．閉会 

 

○山地委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 既に、ちょっと予定の終了時間を 10分ほど過ぎておりますけど、何かこの機会に発言し

たいということがありましたら、チャットボックスに書いていただけますか。よろしいです

かね。特にないようですね。 

 今回も大変な熱心なご議論、ありがとうございました。前回と今回、要するに２回にわた

ってヒアリングということで、委員からのプレゼンを含めて９回のヒアリングを行ってま

いりました。事務局においては、今までのヒアリングに対応した議論を踏まえて、今後論点

を整理していただきたいと思います。 

 それから、今日ちょっとご要望もありましたけれども、追加でのヒアリングの必要性など

についても検討をお願いしたいと思っております。 

 それでは、次回の開催について事務局から連絡をお願いいたします。 

○経産省 

 はい、次回の検討会は、５月下旬から６月上旬の中で皆さんのご予定を踏まえまして調整

させていただきたいと思います。詳細が決まりましたら、各所のホームページでお知らせい

たします。 

○山地委員長 

 はい、ありがとうございます。ということでございまして、皆さん、ご多用中のところ、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の検討会は終了させていただきます。どうもありがとう

ございました。 

 

 


